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❶ 計画策定の趣旨

●富山県では2012（平成24）年４月に「新・元気
とやま創造計画」を県政運営の指針として策定し、
以来、着実に県政を進めてきました。
●計画策定から５年以上が経過し、その間、富山県
を取り巻く社会経済情勢に大きな変化がありました。
●特に、2015（平成27）年３月に、県民の半世紀
近い悲願であった北陸新幹線が開業し、乗車人員が
開業前の３倍近い状況が続くなど、首都圏とのアク
セスが格段に向上し、県内観光地での入込み客の増
加、本社機能の一部や研究開発拠点の移転・立地、
大型商業施設や物流拠点の進出など県内各地で様々
な開業効果が現れています。これは、北陸新幹線の
開業を見据えた観光振興、交流人口の拡大や魅力あ
るまちづくりなど官民あげての取組みの成果であ
り、まさに富山県は新しい時代を迎えたといっても
過言ではありません。
●また、東京一極集中を是正し、地方にも目を向け
た成長戦略を推進することが国家的にも必要である
として、富山県から国に数年来働きかけてきた「地方
創生」が国政の重要テーマの一つとなり、意欲的に取
り組む自治体を国が支援する仕組みができました。
●国内においては、国における積極的な経済対策
等により、経済の上向き傾向が続いているものの、

少子高齢化・人口減少が一層進展する一方で、財政
規律の維持や自然災害リスクへの備えなどの諸課題
への取組みが求められています。
●一方で世界では、アジア地域をはじめとする新
興国が台頭し、グローバル化、多極化が進む一方で、
世界経済の安定化、地球温暖化対策、食糧やエネル
ギーの安定供給、テロリズムの脅威など、国際協調
によって問題解決を図らなければならない人類共通
の課題が山積しています。
●このように、内外共に社会経済情勢が変化する
なかにおいて、北陸新幹線が開業し新しい時代を迎
えた富山県の新たな飛躍、発展を目指して、新幹線
開業効果と地方創生戦略の二つを追い風として最大
限に活かしながら、「とやま新時代」にふさわしい
県づくりの取組みを県民と共に力強く推し進めてい
くことが求められています。
●国内外の様々な状況変化や県政の重要課題に的
確に対応し、誰もが将来への夢と希望を持っていき
いきと働き、豊かで暮らしやすい富山県を実現し、
次の世代にもしっかりと引き継いでいくため、県の
目指すべき方向性と取り組む施策を県民に明確にお
示しする県政運営の新たな中長期的指針としてこの
計画を策定するものです。

❷ 計画の性格、特色

●この計画は、県の目指すべき将来像を描き、そ
の実現に向けた政策の方向性や目標、取り組むべき
主な施策等を明らかにするものであり、県政運営の
中長期的指針として、毎年度の予算編成や事業の立
案などの基本となるものです。
●この計画は、以下のような性格を持っています。

１. 県民と県が将来像を共有する計画

●県づくりの主役は一人ひとりの県民であり、県
は、県民が自らの努力を基本としてお互いに協力し
ながらそれぞれの目指す幸福を実現させていくこと
を最大限支援する役割を果たしていきます。

●少子高齢化・人口減少社会への対応、働き方改革・
県民活躍の推進、第４次産業革命による技術革新を
活かした産業振興など取り組むべき課題が山積する
なか、将来に向けた県づくりは、将来像を共有した
上で、県のみならず、県民の皆様、企業、大学、団
体、ＮＰＯ、市町村といった、地域のあらゆる構成
員の知恵とエネルギー、力を結集し、連携・協働し
ていく必要があります。このため、この計画では、
概ね10年後を見据えた富山県の目指すべき将来像
を県民と県で共有し、県の発展に必要な先見性や実
効性のある取組みを進めていきます。

第１章 計画策定にあたって
総論
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１. 構成　この計画は、以下のとおり、総論、基本計画、長期構想の３つから構成されています。

❸ 計画の構成と目標年次

２. 県民の視点に立った成果重視の計画

●社会経済情勢や県民ニーズが変化するなか、県
民一人ひとりが輝いて生きられる元気な富山県を実
現するためには、県民の視点に立って、時機に応じ
て本県の発展に不可欠な重要政策や、県民のニーズ
に即した政策を戦略的かつ効果的に展開していく必
要があります。
●県は、この計画に基づき各種施策や事業を実施
していきますが、政策目標に照らして効果を発揮し
ているのか、より適切な政策手段を用いるべきか、
行政と民間の役割分担が適切かなどの観点から不断
の検証を加え、改善を図っていくことが重要であり、
単なる施策・事業の結果の良し悪しだけでなく、県
民生活にどのような成果がもたらされたかを可能な
限り定量的な指標で把握する必要があります。また、
計画の推進にあたり、将来像の実現に向けた取組み
の過程を県民に対してできるだけ「見える化」し、
毎年の政策評価制度に基づくPDCAサイクル（※
１）により施策・事業内容の不断の改善や予算配分
の効率化を進めていきます。

３. 富山県の強みを最大限発揮する計画

●富山県には、勤勉でチャレンジ精神旺盛な県民
性、先人がつくり上げてきたものづくりの産業基盤、
美しい自然、豊かで清らかな水、おいしい食など、
国内外に誇れる優れた基盤、魅力があります。また、
アジア大陸に向けた日本の玄関口となり得る地理的
優位性、新幹線をはじめ充実した陸・海・空の交通・
物流ネットワークなど、日本の３大都市圏から環日
本海・アジア地域への橋渡しの役割を担う大きなポ
テンシャルを有しています。さらに、県内各地域にお
いて継承されている伝統文化をはじめ、多様で成熟
した文化が育まれていたり、世界から人を呼び込め
る魅力的な観光資源があり、全国トップクラスの暮ら
しやすさを誇るなどソフトの面でも充実しています。
●国内外の社会経済情勢が大きく変化するなかで、
県が持続的に発展を遂げていくため、これからの県
づくりにあたっては、これらの本県の優れた点をあ
らためて認識、共有、評価した上で、本県の「強み」
を最大限に活かし、さらに新たな「強み」を生み出
せるような富山ならではの将来像を描き、政策を進
めていきます。

（※１）PDCAサイクル  Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の４段階を繰り返すことにより業務を継続的に改善していくマネジメ
ントシステム（第６章①参照）。

２. 目標年次　目標年次は2026年度とします。

総論

●時代潮流、本県の状況変化、現状と課題等を踏まえ、県づくりにあたって重要となる視点と、目
指すべき将来像（基本理念〈目標〉等）を提示

●また、目指すべき将来像を達成するための85の基本政策（活力〈30〉、未来〈28〉、安心〈27〉）と
15の重要政策（人づくり）の計100政策を設定するとともに、本県の発展に不可欠な横断的・有
機的な取組みを重点的かつ戦略的に進めていくため、重点戦略を設定

●県政運営の基本姿勢や計画推進にあたっての考え方を記載

基本計画

●各重点戦略について、ねらい、展開方向、体系や主な取組み等を提示
●個別の政策（基本政策、重要政策）ごとに政策目標、現状と課題、政策目標を達成するための取
組みの基本方向や主な施策を提示

●また、政策目標を具体的にイメージするための参考指標を設定。設定にあたっては、計画期間の
最終年次（2026年度）及び中間年次（2021年度）での数値等を提示

●各政策について、各々の地域の特色や魅力を十分に発揮させながら、県全体としてバランスよく
推進していく観点から、「地域別の特性と取組み」を提示

長期構想 ●計画期間10年間よりもさらに長期的展望に立ち、将来的に技術革新や具体化に向けた条件整備
等が行われれば実現できるものなど、将来の富山県の飛躍につながる長期ビジョンを提示
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❶ 時代潮流

１. 経済・社会のグローバル化の進展
グローバル化の進展と経済・社会状況の動き
●近年の、飛躍的な情報通信技術の発展、交通・
輸送手段の発達、国際的な金融システムの整備等に
より、人、モノ、情報、資金等が地球規模で活発に
流動するグローバル化が加速度的に進展し、経済活
動の活発化、効率化、高速化が進行するだけでなく
社会活動の面においても利便性が向上し、人々のコ
ミュニケーションのあり方や思考様式、行動様式に
も様々な影響が及んでいます。こうした経済、社会
のグローバル化は、今後とも否応なく進んでいくも
のと考えられます。
●日本企業は、高い技術力を武器に世界的な競争力
を誇ってきましたが、国内市場の成熟や人口減少によ
り国内需要の低迷が続いており、またこれまで得意分
野としてきた領域においても新興国の急速な追い上
げにより厳しい国際競争にさらされていることから、
国内企業は大企業といえども生き残りをかけて革新
的な技術開発や経営戦略の構築にしのぎを削ってい
ます。また、国家戦略としても成長分野への投資を
促進して国際競争力の維持・強化や持続的な経済成
長を達成するため、難しいかじ取りを迫られています。

●世界では、2008（平成20）年の世界金融危機以
後、2011（平成23）年の欧州債務危機を経て、原
油価格の急激な下落等で世界経済は減速し、世界経
済の成長率は2016（平成28）年は世界金融危機以
来最低の3.2％となりました。現在、政策効果に支
えられた中国経済の持ち直し、資源価格の上昇、米
国経済の回復などを背景に世界経済はゆるやかな回
復基調にあり、国際機関の経済見通しによれば、世
界経済の成長率の伸びは高まっていくと見込まれて
います。一方で新興国・資源国経済の脆弱性といっ
たリスクに加え、米国における政権交代に伴う政策
の不確実性や英国のＥＵ離脱の動きなど世界経済の
先行きに対するリスク要因も存在しています。
●日本においては、企業収益が高水準で推移し、人
手不足感もみられるなかで雇用・所得環境は改善し、
実質GDP成長率は2015（平成27）年度は1.4％、
2016（平成28）年度は1.2％となるなど、2012（平
成24）年11月を底に緩やかな景気回復基調が続い
ていますが、少子高齢化・人口減少が進むなかで、
人手不足を克服し、持続的な経済成長につなげるた
めには、働き方改革と新技術の導入を同時に進め、
生産性の向上と多様な人材の労働参加を図ることが
大きな課題となっています。

資料：IMF World Economic Outlook October2017
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多極化とアジア諸国の経済成長
●アジア諸国は、概して、生産年齢人口の増加、
比較的安定した政治環境、資本流入などを要因とし
て着実に経済成長を遂げてきました。2016（平成
28）年現在、世界経済の名目GDPに占めるアジア
諸国の割合は約33％と３分の１を占めており、特
に中国の成長は名目GDPで2010（平成22）年に日
本を抜いて世界２位となり、2016（平成28）年に
は世界シェアを日本の約2.3倍に相当する14.9％ま
で拡大するなど目を見張ります。
●このように、世界経済は米国一極集中から多極
型へとそのパワーバランスが変化しています。グ
ローバル化の進展は、新興国や途上国の生産や輸出、
雇用創出の機会をもたらすものでもあり、特に中国
をはじめとするアジア経済の成長は著しく、人々の
生活水準も向上しています。アジアの一部であり、
多くの国々と友好関係にある日本は人的・物的交流
でアジアの成長に貢献し、共に発展していくことが
重要です。

アジア諸国等の経済成長に伴うインバウンドの拡大
●世界人口は2015（平成27）年現在約73億人であ
り、そのうち約６割の約44億人の人口をアジアが
占めています。世界人口はアジア・アフリカを中心
に今後も増加し続け、2040年には90億人を突破

し、アジアの人口も50億人を超える見込みです。
また、今後もアジア諸国の経済的発展が見込まれ、
１人当たり所得も上昇するものと考えられます。
●このような状況の下、日本の自然・文化資源を
磨き上げるとともに積極的に発信を行い、アジア諸
国をはじめとしたインバウンドにつなげていくこと
が重要です。現に、訪日外国人旅行者数は2016（平
成28）年は2,404万人と、2012（平成24）年の
836万人から約2.9倍に増加し、訪日外国人旅行消
費額も2016（平成28）年は3.7兆円と、2012（平
成24）年の1.1兆円から約3.4倍に増加しています。
また、外国人リピーター数も2016（平成28）年は
1,426万人と、2012（平成24）年の528万人から
大幅に増加しています。
●2020年には東京オリンピック・パラリンピック
が開催されます。日本が開催国として、国際的な注
目度を活かし、訪日外国人のさらなる増加につなげ
るとともに、文化プログラム等により日本文化など
の多彩な魅力を発信し、開催効果を全国に波及させ
ることが求められています。また、オリンピック・
パラリンピック開催を契機として、自動走行、先端
ロボットなど世界最高水準のテクノロジーを活用す
るとともに、多様性と調和の重要性をあらためて認
識し、共生社会を育む取組みを推進することが重要
です。

資料：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）
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第４次産業革命によるイノベーションと生産性向上
●近年ＩｏＴ（モノのインターネット化）やビッグ
データ、ＡＩ（人工知能）、ロボットに代表される
第４次産業革命と呼ばれる産業・技術革新が世界的
に進みつつあり、生産や消費といった経済活動だけ
でなく、働き方などライフスタイルも含めて経済社
会の在り方が大きく変化しようとしています。ＩＣ
Ｔ（情報通信技術）の発達により、様々な経済活動
等を逐一データ化し、そうしたビッグデータを、イ
ンターネット等を通じて集約した上で分析・活用す
ることにより、新たな経済価値が生まれています。
また、ＡＩにビッグデータを与えることにより、単
なる情報解析だけでなく、複雑な判断を伴う労働や
サービスの機械による提供が可能になるとともに、
第４次産業革命のイノベーションを、あらゆる産業
や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課
題を解決する「Society5.0」を実現することが期待
されています。
●第４次産業革命の進展への対応については、欧
米のＩＴ企業が先行していると言われていますが、
日本においては、諸外国に比べて、健康情報、走行
データ、工場設備の稼働データといった「リアルデー
タ」の取得、活用可能性では潜在的な優位性を持っ
ていると言われており、こうした分野で第４次産業
革命を推進していくことが求められています。

●また、第４次産業革命は、労働生産性を高める
ことにより、従来の人手不足分野への労働供給を可
能とする一方、製造ラインや定型商品の営業販売、
定型的なサービス分野など、多くの就業分野の仕事
の減少を招くことが想定されています。こうした第
４次産業革命における経済社会構造の変革に対応
し、就業構造の転換に対応した人材育成や、成長分
野への労働力移動、テレワークなど新たな就業形態
の取組みを進めていくことが求められています。
●さらに、ＩＣＴの発展に伴うコンピュータ処理
能力の高度化、通信回線の高速化・大容量化等を背
景として、クラウドコンピューティングによる新た
なサービスの普及が進んでおり、今後は、官民が持
つ情報のオープンデータ化と利活用を推進し、新た
なサービス等につなげていくことが重要です。近年
普及が進むスマートフォン等を利用したＳＮＳ
（ソーシャルネットワーキングサービス）による情
報発信を行うために公衆無線ＬＡＮ環境の整備を促
進するとともに、教育分野におけるＩＣＴ利活用の
ために無線ＬＡＮ環境の整備を推進する必要があり
ます。
●一方で、インターネットバンキングに係る不正
送金事犯等のサイバー犯罪や重要インフラの基幹シ
ステムを機能不全に陥れるサイバーテロといったサ
イバー攻撃が世界的規模で頻発するなど、サイバー
空間における脅威は深刻化している状況にあります。

資料：国勢調査（総務省）（2005、2010、2015年）
　　　日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）（2020年～）
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２. 少子高齢化の進行と人口減少社会の到来
人口減少社会の進展
●世界ではアジア・アフリカを中心に人口爆発が
生じる一方、日本の人口は、2015（平成27）年の
国勢調査では、１億2,709万人となり、2010（平
成22）年の１億2,806万人をピークに、人口減少社
会に突入しています。今後は、長期の人口減少過程
に入り、2060年の総人口は、約9,300万人まで減
少することが見通されています。

少子高齢化の急速な進展
●日本においては、世界的に見ても高齢化が急速に
進展し、団塊の世代がすべて75歳となる2025年
には、75歳以上が全人口の約18％となる見込みで
す。また、2060年には人口は約9,300万人にまで
減少する一方で、65歳以上の人口は約38％（2025
年には30％）と高まることが見込まれています。
●また、合計特殊出生率（一人の女性が一生の間に
生む子どもの数を示す）は、2005（平成17）年に過
去最低の1.26を記録した後に回復しており、2016
（平成28）年は1.44となっていますが、人口置換水
準（2.07）には達しておらず、また出生数も97万
6,979人と100万人を割り込んでおり、少子化は進
行しています。
●少子高齢化、人口減少の進展については、生産
年齢人口の減少などにより経済の活力の減退が懸念
されるため、労働生産性の向上が求められているほ

か、社会保障給付の増加に伴い、制度を支える若い
世代の負担増による可処分所得の減少が生じる可能
性があり、持続可能な社会保障制度を構築していく
必要があります。
●今後、人生100年時代とも言われる「超長寿社会」
を世界に先駆けて迎える日本において、単線型では
ない多様な「人生の再設計」をどう可能としていく
か、教育や雇用制度、社会保障などの制度はどうあ
るべきか、これからの社会の仕組みづくりを進めて
いく必要があります。

東京一極集中の進展
●若者世代を中心に東京圏への人口集中が進展し
ており、2012（平成24）年には６万7,209人であっ
た転入超過が、2017（平成29）年には11万9,779
人にまで増加しています。また、大学や工場の大都
市圏での新設を制限する工業（場）等制限法が廃止
された2002（平成14）年の東京23区の大学の学生
数が44万人であったのに対し、2016（平成28）年
は53万人と約20％増加しています。
●合計特殊出生率が1.24（2016〈平成28〉年）と全
国最低である東京に人口が一極集中する構造は、日
本全体の次世代育成の観点からも好ましいことでは
なく、また、地震の発生リスクも高いことなどから、
国、地方が一丸となって地方大学の振興、地方にお
ける雇用創出と若者の就業支援等の様々な施策を推
進することにより、地方へ新たな人の流れをつくり、
過度の東京一極集中を是正する必要があります。

資料：人口動態統計（厚生労働省）
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健康寿命の延伸
●2016（平成28）年における我が国の国民の「日
常生活に制限のない期間の平均」を表す健康寿命は、
男性72.14歳、女性74.79歳で、平均寿命と共に世
界トップクラスの長さですが、高齢化が進むなかで、
健康寿命をさらに延ばす方向で平均寿命との差を縮
めていくため、健康づくり・疾病等の予防への取組
みが非常に重要です。
●特に、がんや心疾患、脳血管疾患、糖尿病等の
生活習慣病は、疾病全体に占める割合が年々増加し
ていますが、こうした生活習慣病の対策は、発症後
に医療機関において適切な治療が施されるだけでな
く、日頃からの健康管理の心がけにより、発症や悪
化を防ぐことが必要です。したがって、一人ひとり
が健康の大切さを自覚し、自らの健康づくりに意識
的に取り組むことが大切です。

地域コミュニティの弱体化と地域共生社会の推進
●少子高齢化の急速な進行、個人を重視する価値
観や核家族化、晩婚化と生涯未婚率の上昇などと
いったライフスタイルの多様化、都市部への人口集
中など様々な複合的要因により、家庭や地域におけ
る人間関係が希薄化しています。一方で、情報通信

手段の発達によるバーチャルな空間での人と人との
結びつきが生まれていますが、人によってはコミュ
ニティとの関係が断絶し、社会的孤立に陥るといっ
た問題も指摘されています。
●こうしたなか、世代や背景の異なるすべての人
が拠り所となる「地域」において、人と人とのつな
がりを再構築することにより、すべての人々が地域、
暮らし、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会
の実現を推進していく必要があります。

国・地方の財政
●長引く経済の低迷による税収の伸び悩みや少子
高齢化に伴う社会保障関係費の増加などにより、
国・地方の財政は依然として厳しい状況にあり、
国・地方を合わせた長期債務残高は2017（平成29）
年度末で1,087兆円（GDP比198％）に達する見込
みです。地方における財源不足は2018（平成30）年
度国当初予算ベースで約6.2兆円となっています。
●今後も、国、地方を通じて厳しい財政状況が続
くことが見込まれるため、行財政改革や歳出の見直
しを徹底して行うとともに、税制や社会保障制度の
改革を進めるなど、財政の持続可能性を確保するこ
とが求められています。

資料：住民基本台帳人口移動報告（総務省）（2010年―2017年）

2010年
（H22）

2011年
（H23）

2012年
（H24）

2013年
（H25）

2014年
（H26）

2015年
（H27）

2016年
（H28）

2017年
（H29）

30,246

51,886

9,830

29,727

48,377

5,939

27,093

50,975

8,032

26,604

57,109

14,599

25,815

60,374

17,136

26,484

66,517

20,068

27,664

68,883

18,415

26,713

70,853

19,76992,829
62,809 67,209

96,524

109,408 119,357 117,868 119,779

（人）

転入
転出

－40,000

－20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
30歳以上
総数

25～29
20～24
15～19
0～14歳

■東京圏の年齢階層別転入超過数（2010〜 2017年）



009第２章　時代の潮流と富山県における状況変化

総 

論

時
代
の
潮
流
と
富
山
県
に
お
け
る
状
況
変
化

第
2
章

３. 安全・安心な社会の構築等に向けて
安全・安心な地域づくり
●2011（平成23）年３月に発生した東日本大震災
は、広範囲にわたって甚大な被害をもたらし、地震
及び津波の被害、福島第一原発の事故、東京電力管
内の電力不足と複合的で深刻かつ長期的な問題を発
生させました。また、2016（平成28）年４月には、
熊本地震が発生し、震度６以上が７回、震度７がう
ち２回と断続的に起きた揺れは、熊本県を中心に、
多数の家屋倒壊、土砂災害等により甚大な被害をも
たらしました。さらに、近年、異常気象が頻発し、
集中豪雨などによって人々の生命や財産が脅かされ
る災害が全国各地で発生しています。日本は、世界
の中でも有数の地震・火山の属するエリアに位置し
ており、大規模な自然災害を現実的な脅威としてと
らえて防災・減災への十分な対策が必要です。

●また、国内の刑法犯の認知件数は減少している
ものの、児童虐待やストーカー事案等が増加傾向に
あり、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害
も後を絶たず、サイバー犯罪のリスクが高まるなど
犯罪情勢は依然として予断を許さない状況にありま
す。さらに新型インフルエンザなどの新たな感染症
や、食品の安全の問題など、日常生活の安全や安心
に関わる事案に対する関心が高まっています。
●高度経済成長期に集中的に整備された公共イン
フラが一斉に老朽化し、更新時期を迎えることとな
ります。約15年後の2033年に建設後50年を経る
施設の割合は、道路橋が約67％（2013〈平成25〉
年は約18％）、河川管理施設が約64％（2013〈平
成25〉年は約25％）と急激に増加する見込みであ
り、戦略的なメンテナンスや長寿命化への取組みが
求められています。

資料：財政関係基礎データ（財務省）
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地球規模の環境問題、エネルギー供給源の確保
●2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための
新たな国際枠組みとして、2015（平成27）年の国連
気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）に
おいて「パリ協定」が採択されました。パリ協定では、
長期目標として産業革命前からの平均気温の上昇を
２℃より十分下方に抑制する目標を設定するととも
に、さらに1.5℃までに抑えるよう努力することや、
主要排出国を含むすべての国が削減目標を５年ごと
に提出・更新すること等も盛り込まれました。
●日本の温室効果ガス削減目標は、2020年度に
2005（平成17）年度比3.8％減以上、中期目標とし
ては2030年度に2013（平成25）年度比26.0％減
（2005〈平成17〉年度比25.4％減）、長期目標とし
ては2050年までに80％の排出削減を目指すこと

としています。省エネルギーの取組みや再生可能エ
ネルギーの導入拡大により、2016（平成28）年度
の我が国の温室効果ガスの排出量は2005（平成
17）年度比で5.2％減となっています。
●また、世界のエネルギー消費量も増加を続けて
おり、将来的には需給がひっ迫する可能性がありま
す。石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料に依存し
続けるのは、温室効果ガスの増大を招きます。今後、
エネルギーの安定供給を確保するとともに、徹底し
た省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入
促進、水素エネルギーの利活用などにより低炭素社
会へ移行していくことが課題です。日本においては、
2015（平成27）年に、2030年度の電源構成にお
ける再生可能エネルギー比率を22〜24％程度とす
る長期エネルギー需給見通しを決定しています。

資料：温室効果ガス排出量（2016年度確報値）（環境省）
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❷ 富山県における状況変化

１. 北陸新幹線開業と陸・海・空の
交通基盤の整備・活用

北陸新幹線の開業と新ゴールデンルートの形成
●半世紀近い県民の悲願であった北陸新幹線が
2015（平成27）年３月に金沢まで開業し、開業前
と比べて上越妙高−糸魚川間の乗車人員が約３倍と
なり、当初の見込みを大きく上回っています。新幹
線の開業により、県内各地の観光地の入込数や宿泊
者数も増加し、首都圏等からの工場や本社機能の移
転も相次ぐなど、企業立地も進んでいます。北陸新
幹線開業で注目度が高まっているこの機会を活か
し、開業効果を一過性のものにせず、その持続・深
化により、産業、観光、まちづくりなどの面におい
て県の新たな発展、飛躍につなげていくことが重要
です。
●北陸新幹線の敦賀までの延伸については、2015
（平成27）年に、政府・与党において３年間前倒し

し2022年度末の完成・開業を目指すこととされ、
現在、工事が着実に進められています。また、
2016（平成28）年12月の与党プロジェクトチーム
において、敦賀・大阪間のルートについて、本県の
多くの県民が望ましいと考える「小浜京都ルート」
に決定され、また、2017（平成29）年３月には、
京都−新大阪間のルートについて、京都府南部の京
田辺市（松井山手）付近を経由する「南回りルート」
に決定されたことにより、北陸新幹線全体のルート
が決定し、大阪までの全線開業に向けて大きく前進
したところです。
●北陸新幹線の大阪までの延伸により、首都圏と
関西圏を結ぶ現在の太平洋側の「ゴールデンルート」
に加えて北陸経由で首都圏と関西圏を結ぶ「新ゴー
ルデンルート」が形成され、富山県をはじめとした
北陸の雄大で美しい自然、歴史・文化、ものづくり
産業、おいしい食文化など多彩な魅力を内外に発信
していくことが重要です。

資料：JR西日本発表資料に基づき、県総合交通政策室作成
※開業前は、2014(H26)年の同時期における在来線特急「はくたか・北越」（直江津－糸魚川間）の乗車人員
※開業後は、開業後１年間の北陸新幹線上越妙高－糸魚川間の乗車人員

925.8万人
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314.2万人

約2.95倍

開業前

上越妙高－糸魚川間

約2.73倍
2年目・3年目

■北陸新幹線（長野・金沢間）開業後１年間の乗車人員
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陸・海・空の交通基盤の整備・活用
●北陸新幹線の開業に伴いＪＲから地元第三セク
ターに移管された並行在来線「あいの風とやま鉄道」
は厳しい収支見通しですが、多くの県民の通勤・通
学をはじめ日常生活の足となるとともに、国内外か
らの観光客・ビジネス客の県内での重要な移動手段
にもなっており、この維持のためには、その経営の
安定が不可欠です。
●東海北陸自動車道は、日本列島の中心で太平洋
側と日本海側をつなぐ大動脈であり、大規模災害時
等の広域支援ルートとしても重要です。高速道路周
辺エリアに大型商業施設ができたこともあり、平均
交通量は増加しており、2016（平成28）年に決定
された付加車線の速やかな設置はもとより、早期全
線４車線化が期待されています。また、能越自動車
道の利便性の向上と早期全線開通も進めていく必要
があります。
●伏木富山港は、本州の中央部に位置し、古くから
日本海側の重要な港として栄えてきました。現在は、
国際海上コンテナの拠点ともなっており、コンテナ取
扱個数は、ここ15年で約２倍の伸びを示しています

（2001〈平成13〉年⇒2016〈平成28〉年）。また、三
大都市圏のいずれとも等距離にあり、北陸自動車道、
東海北陸自動車道、能越自動車道といった高規格道
路や国道８号、国道41号などが整備され、交通アク
セスにも恵まれています。このため、災害時における
太平洋側主要港湾の代替機能の一翼を担うとともに、
日本の国際競争力を一層高め、環日本海・アジア地
域との経済・文化交流、地域の基幹産業の競争力強
化にも資することから、日本海側の「総合的拠点港」
として、さらなる機能強化を図る必要があります。
●富山きときと空港については、国際定期路線は、
ソウル・大連・上海・台北便と、地方管理空港とし
てはトップクラスの４路線が就航しており、その利
用者数は外国人観光客の増加等により着実に推移し
ています。国内定期路線は、羽田、札幌便の２路線
がありますが、羽田便は北陸新幹線開業後、利用者
数の減少により2016（平成28）年３月より１日６
便から４便へと減便となりました。今後とも北陸、
飛騨、信越地域の空の玄関口として、羽田経由の国
内外への乗継利便性の向上を図るなど、富山きとき
と空港を拠点とした国内外の航空ネットワークの維
持・充実が求められています。
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羽田（４便/日）
1963（S38）年8月　就航

上海（２便/週）
2005（H17）年10月   就航

ソウル（３便/週）
1993（H5）年4月   就航
2016（H28）年10月LCCへ移管
　　　　　 北信越で初のLCC

札幌（１便/日）
1991（H3）年6月　就航

大連（２便/週）
1998（H10）年6月   就航

台北（４便/週）
2012（H24）年4月　就航
2017（H29）年　就航以来初めて通年
　　　　　 　　週4便以上で運行

＜航空路線＞　国内定期路線＝２路線 （羽田空港経由の全国、海外乗継も充実）
　　　　　　　国際定期路線＝４路線 （地方空港では全国トップクラスの路線数）
＜海上航路＞　対外諸国向けに５つの国際定期航路を持つ。
　　　　　　　特にロシア向けは、全国初となる極東定期RORO船を含む12便が就航。

富山

名古屋

シベリア鉄道

東海北陸自動車道

富山→ウラジオストク
コンテナ船（2便/月）
RORO船（10便/月）
全国初

ロシア

富山→釜山
（3便/週）

富山→大連（2便/週）
富山→上海（2便/週）
富山→天津（1便/週）

中国

※航空便については、2018年夏ダイヤ運行中のもの

⇒国内・国外へ乗継

■富山きときと空港・伏木富山港を「環日本海・アジア交流の拠点」に
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２. 県内産業の新たな動き

●新幹線開業を契機に県内でのビジネス展開が活
発化しており、県内新設法人が2015（平成27）年
には全国３位の14％増（前年比）となったほか、本
社機能の一部移転や研究施設の移転・集約などの動
きが見られます。また、2015（平成27）年度税制
改正で創設された地方拠点強化税制に基づき、10
社12計画の整備計画を全国第１号で知事認定する
など、企業誘致の取組みを進めています。
●日本海側屈指の工業集積を形成する本県産業の
背骨である製造業の中でも、「富山のくすり」の伝
統を有する県内の医薬品産業は、受託製造の増加や
国のジェネリック医薬品の使用促進策等を背景に、
医薬品生産金額で2005（平成17）年の全国第８位
（2,636億円）から2015（平成27）年には全国第１
位（7,325億円）となりました。しかしながら、薬
価の引き下げ傾向やジェネリック医薬品市場の伸び
の低下が見込まれており、バイオ医薬品や高薬理活
性医薬品などのより付加価値の高い革新的な医薬品
の開発を推進する必要があります。
●2016（平成28）年６月に、（独）医薬品医療機器
総合機構（PMDA）の北陸支部及びアジア医薬品・
医療機器トレーニングセンター研修所が設置され、
同年12月には海外から研修生が来県するなど、日
本の代表的な医薬品生産拠点としての国際的な知名

度の向上や人的交流を通じた県内企業の国際展開支
援に取り組んでいます。
●一方、第４次産業革命の進展も見据え、ものづ
くり産業においても、高機能素材、ナノテクなどの
富山の技術の強みを活かし、次世代自動車、航空機、
ロボットなど成長分野への県内企業の参入を促進す
る必要があります。
●このため、県ものづくり研究開発センターでは、
「高機能素材ラボ」、「デジタルものづくりラボ」等
の最先端設備を活用し、「とやまナノテククラス
ター」等の産学官が連携した共同研究を実施してお
り、ものづくり技術の高度化やものづくり人材の育
成などに取り組んでいます。
●さらに、伝統工芸品産業を中心に、県総合デザイ
ンセンターに整備された３Ｄプリンターなどの先端
設備を活用しながら、デザイン性の高い商品開発に
取り組む企業が増加しています。県においてもニュー
ヨークやミラノなどで、デザイン性の高い工芸品等
を中心とした伝統工芸品展示会の開催など海外への
販路開拓に取り組む企業の支援を行っています。
●また、総合デザインセンターに若手デザイナー
等が集うデザイン交流創造拠点である「クリエイ
ティブ・デザイン・ハブ」を設置するなど、デザイ
ンを活用した商品開発を推進しており、デザインを
中心としたクリエイティブ産業・人材の育成や集積
を図っていく必要があります。

資料：薬事工業生産動態統計（厚生労働省）

医
薬
品
生
産
金
額

全
国
シ
ェ
ア

2005
(H17)

2009
(H21)

2010
(H22)

2013
(H25)

2014
(H26)

2012
(H24)

2011
(H23)

2015
(H27)

（億円） （％）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

0

5

10

8位
4.1

2,636

2位
8.4

5,736

4位
7.0

4,737

3位
8.2

5,754

3位
8.7

6,083

3位
8.8

6,089

2位
9.4

6,163

1位
10.7

7,325

医薬品生産金額
全国シェア

■富山県の医薬品生産金額の推移
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３. 地域の活力強化への動き
地方創生戦略による人口減少対策の推進
●本県の人口は1998（平成10）年をピークに全国
よりも約10年早く減少に転じています。現在は
1975（昭和50）年当時とほぼ同じ人口ですが、年
少人口（15歳未満）は約半分、高齢者人口（65歳以
上）は、全国を上回るスピードで高齢化が進行して
いることもあり、約３倍となっており、人口構造は
大きく変化してきています。また、生産年齢人口（15
〜64歳）は1991（平成３）年をピークに減少に転じ
ています。
●本県の合計特殊出生率は、2006（平成18）年に
1.34まで低下しましたが、2009（平成21）年のと

やまの未来をつくる子育て支援その他の少子化対策
の推進に関する条例の制定やその後の子育て支援施
策の拡充などにより、2016（平成28）年には1.50
と全国平均（1.44）を上回っています。今後、県民
の希望出生率1.9、さらには人口維持に必要な2.07
の達成に向けて結婚から子育てまで切れ目のない支
援による少子化対策を推進していく必要があります。
●一方、社会動態については、従来は県内出身者
で県外の大学等に進学した若者の半分近くがそのま
ま県外で就職していましたが、地元への定住意識の
高揚（県内出身で県外に在住する若者の８割以上が
富山に戻って住みたいとの意向）や学生やその親へ
のＵターンの働きかけ、セミナーの開催などにより、
2017（平成29）年３月大学卒業者のＵターン就職

資料：人口動態統計（厚生労働省）
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■出生数・合計特殊出生率の年次推移（富山県）

資料：県企画調整室調べ
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率が58.4％と向上し、2014（平成26）年から20
〜24歳の男性の社会動態も増加に転じ、2016（平
成28）年には、外国人の社会増の影響もあり、社会
動態が11年ぶりに転入超過となりました。ただし、
依然として、20〜24歳の女性は転出超過が顕著な
傾向にあり、女性に魅力的な職場の確保などが課題
です。一方で、20代から30代の若い世代を中心に、
県内への移住は進んでおり、2008（平成20）年度に
は207名だった移住者が2010（平成22）年度には
300名、2015（平成27）年度には462名、2016（平
成28）年度には565名と増加しています。
●富山県の人口は国立社会保障・人口問題研究所
の推計（2040年以降は県試算）によると、2040年
には84.1万人、2060年には64.6万人へと減少が
見込まれています。本県では2015（平成27）年に
「富山県人口ビジョン」を策定し、合計特殊出生率
が2030年に県民の希望出生率1.9、さらには2040
年に人口置換水準の2.07まで上昇、人口の社会移
動については2020年に転出超過が顕著となってい
る若者世代の移動均衡により、本県人口が2040年
に91.5万人、2060年に80.6万人となることを展
望しています。

●県内高校を卒業して大学・短大へ進学する者の
うち、県外へ進学する者が約４分の３を占めていま
す。県外に進学した学生の約４割がそのまま県外に
就職していることから、県内高校生の進学先や県内
企業で活躍する人材の育成という面で、県内の高等
教育機関が果たすべき役割は、今後ますます重要に
なると考えられます。県内高等教育機関では、新学
部・新学科の創設や大学コンソーシアムによる教育・
学生支援や地域貢献活動が行われていますが、教育
研究機能の充実などによる魅力向上や、学生の県内
定着促進の取組みを推進する必要があります。
●東京一極集中を是正し、本県が誇るものづくり
産業など本県の強み、特色を活かした産業・地域経
済の活性化、質の高い雇用の創出などによる人口の
社会増を目指す取組みをさらに推進する必要があり
ます。
●生産年齢人口のさらなる減少を見据え、ＩｏＴ
やＡＩなどの技術を活用した労働生産性の向上、柔
軟で多様な働き方の実現、女性が能力を十分に発揮
できる環境整備、高齢者が意欲や能力に応じて地域
社会の担い手として活躍できる生涯現役社会の構築
が重要となっています。

■富山県の社会移動（外国人含む）

■20歳〜24歳の社会移動（外国人含む）

転出超過 転入超過

（人）

2013（H25）
2014（H26）
2015（H27）
2016（H28）
2017（H29）

2013（H25）
2014（H26）
2015（H27）
2016（H28）
2017（H29）

男性 -625
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835
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-1,185 -821
-938
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-387女性

-1,200 -1,100 -1,000 -900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

転出超過 転入超過

（人）
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2014（H26）
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男性 -101
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320

246

-639
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-381
-315女性

-700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

資料：富山県「人口移動調査」に基づき、県企画調整室作成
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資料：県企画調整室調べ
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■県・市町村窓口等を通した移住者数の推移

資料：富山県人口ビジョン（H27）
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■富山県の人口の将来展望

■年齢３区分別人口の将来展望
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富山県の魅力の国内外への発信
●近年、富山県の魅力が国内外から注目、評価さ
れるよう取組みが進んでいます。本県を代表する国
際的山岳観光地である立山黒部アルペンルートや黒
部峡谷鉄道においては、北陸新幹線開業に伴う首都
圏とのアクセス向上もあって、例えば立山黒部アル
ペンルートの外国人観光客数は2017（平成29）年
には26万3,000人（前年比109％）に増加していま
す。今後は、「立山黒部」が世界中の旅行者から「行っ
てみたい」「また行きたい」と思ってもらえる観光地
となるよう、世界ブランド化に向けた取組みを進め
ていくことが必要です。
●本県に様々な恵みをもたらす富山湾については、
2014（平成26）年10月にユネスコが支援する「世界
で最も美しい湾クラブ」への加盟が認められたとこ
ろですが、富山湾岸のサイクリング環境の整備やイ
ベントの開催、新湊マリーナの機能拡充、マリンス
ポーツの観光商品化の促進など、「世界で最も美し

い富山湾」の魅力を活かした取組みを進めています。
●全国初の県単位でのレジ袋無料配布廃止、法制
定のモデルとなった小型家電リサイクル、県民参加
による森づくり、小水力発電等の再生可能エネル
ギーの導入促進など本県の取組みや環境未来都市と
しての富山市の取組みが評価され、2016（平成
28）年５月にはＧ７富山環境大臣会合が開催されま
した。大臣会合で採択され、Ｇ７伊勢志摩首脳宣言
にも盛り込まれた「富山物質循環フレームワーク」
を踏まえ、食品ロス・食品廃棄物対策など循環型社
会の形成に向けた取組みをより一層推進することと
しています。
●さらに、高岡御車山祭の御車山行事、魚津のタ
テモン行事、城端神明宮祭の曳山行事など「山・鉾・
屋台行事」が2016（平成28）年11月にユネスコ無
形文化遺産登録されたところです。このように県内
には自然や文化的価値の高い伝統が数多く存在して
おり、その維持や国内外への魅力の発信を推進して
いくことが重要です。

（注）平成25年以前は団体客のみ、平成26年以降は団体客＋個人客　　資料：立山黒部貫光（株）
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●県民の意識やニーズを把握し、本計画に反映させるため、県民意識調査等のアンケートを実施しました。

県民意識調査

2017（平成29）年1月～2月実施

目的　総合計画に掲げる政策に関する県民ニーズの把握
対象　県内の満年齢18歳以上の男女　2,000名（無作為抽出）
　　　県政モニター193名　計2,193名
項目　●未来の富山に関する意識調査（10年後の県民生活に係る県民意識）
　　　●選好度調査（現行計画の各項目についての県民ニーズ〈重要度と充足度〉）

有識者アンケート

2017（平成29）年1月実施

目的　県政の主要な課題及び将来展望に係る各分野の有識者等の意見の把握
対象　県内外の有識者（県の審議会委員、大学教授、民間団体の長等）　794人
項目　●10年後の県民生活のイメージ、富山県の魅力形成のために重要なこと
　　　●分野ごとの課題や施策の方向性（今後10年間に重視していくべきこと）

若者アンケート

2016（平成28）年12月～
2017（平成29）年1月実施

目的　次代を担う若者の将来に対する意識や富山県に対する認識の把握
対象　満年齢18歳〜29歳の男女　3,600名
　　　・県内高校出身者（県内、県外在住）：2,000名
　　　・県内在住大学生（県内、県外出身）：　400名
　　　・県内企業就職者（県内、県外出身）：1,200名
項目　●定住、就業、結婚、家庭に関する意識
　　　●富山県の現状と課題・将来像

❸ 県民意識とニーズ

１. 県民の意識とニーズ（県民意識調査より）

●県民意識調査において、10年後の県民生活のイ
メージを尋ねたところ、情報化がさらに進展すると
ともに、文化に親しむ機会や各分野で活躍する県民
が増加していると考える人が多くなっています。一
方、医療・介護・年金等の高齢者の問題、子育て、

少子化などの項目ではよくなっていると思わないと
回答した人が50％を超え、今後の少子高齢化の進
展や社会保障などに対する不透明感や不安感等を反
映しています。
●県民ニーズについては、子育て・教育・健康・
福祉の分野の重要度が高く、また、まちの活力や雇
用・人材に関する充足度が低い傾向が見られます。
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北陸新幹線や富山きときと空港、伏木富山港の機
能の充実に伴い、国内外からビジネスや観光など
で、人、モノが活発に行き来するなど県内経済が
活性化している

情報通信技術の活用により、生活関連情報や行政・
災害関連情報などがいつでもどこでもだれでも入
手し利用できるようになっている

地域づくりや福祉、生涯学習、国際交流・協力な
どのボランティア、ＮＰＯ（民間非営利組織）など
の活動が盛んになっている

環日本海地域の拠点として、県内企業と海外企業
との取引や交流が活発となり、多くの県内企業が
海外へ進出している

仕事と子育てが両立しやすいなど、安心して子ど
もを生み育てることができる社会となり、少子化
に歯止めがかかっている

音楽会や演劇、美術展など、様々な文化を楽しむ
機会が増えている

学術研究や科学技術、スポーツ、文化等の分野で
国内外で活躍する人が増えている

環境に対する意識が高まり、環境にやさしいライ
フスタイルが定着している

基礎的な学力を身につける教育に加え、子どもの
個性・創造性を伸ばす教育が行われている

犯罪や消費者被害が減り、安心して暮らせる社会
となっている

女性・高齢者・障害者などが、自分にあった働き
方を選択できる環境が整っている

医療・介護サービスの充実や年金の支給などによ
り、安定した老後の生活を送ることができる

高齢者、障害者をはじめ誰もが住み慣れた地域で
自立して生活できる社会が実現している

安心して働ける職場が確保されている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う 思わない わからない 無回答

■10年後の県民生活のイメージ（2017〈H29〉.1調査）
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順位 区分 領域 項目 得点
参考：前回調査（Ｈ22）

前回得点 前回順位

1 活力 産　　業 商業・サービス業の振興と賑わいのあるまちづくり 3.79 3.41 11

2 活力 産　　業 雇用の確保と人材の育成 3.56 3.64 3

3 活力 まちづくり・
観光 中心市街地の賑わいの創出 3.52 3.61 4

4 安心 安全・安心 生活交通の確保 3.49 3.41 12

5 活力 産　　業 森林の整備と林業の振興 3.48 3.15 42

6 未来 県民活動 若者の自立促進とチャレンジ支援 3.43 3.29 22

7 活力 まちづくり・
観光 快適で活力ある魅力的なまちづくり 3.43 3.67 2

8 活力 まちづくり・
観光 選ばれ続ける観光地づくり 3.42 3.18 37

9 安心 安全・安心 防災・危機管理体制の充実 3.40 3.25 29

10 未来 県民活動 男女共同参画の推進と女性の能力の発揮 3.39 3.22 34

順位 区分 領域 項目 得点
参考：前回調査（Ｈ22）

前回得点 前回順位

1 未来 子育て・教育 家庭、地域、学校で取り組む子どもの健全な育成 4.47 4.08 13

2 未来 子育て・教育 家庭・地域・職場における子育て支援 4.46 4.34 4

3 未来 子育て・教育 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進 4.36 4.18 8

4 安心 健康・福祉 医療提供体制の充実 4.33 4.38 1

5 未来 子育て・教育 子どもの可能性を引き出し才能や個性を伸ばす教育の推進 4.33 4.18 8

6 安心 健康・福祉 地域の保健・医療・福祉の連携強化と共生社会の形成 4.27 4.12 12

7 人づくり 子ども（ふるさとに誇りと愛着を持ち、家族や地域の絆を大切にする子
どもの育成） 4.24 − −

8 活力 産　　業 景気対策 4.23 4.27 5

9 安心 健康・福祉 高齢者福祉の充実 4.22 4.13 11

9 安心 安全・安心 生活交通の確保 4.22 3.97 21

■重要度が高い項目（上位10項目）

■未充足度が高い項目（上位10項目）

※新・元気とやま創造計画の項目について、「重要である度合い」を5段階で尋ねたもの。重要度の5段階それぞれに「きわめて重要である」＝5点から「まったく重要でな
い」＝1点までの得点を与え、項目ごとに回答者数で加重した平均得点を求め、重要度に関する県民の評価を指標化した。（最高得点は5点）

※新・元気とやま創造計画の項目について、「充足されている度合い」を5段階で尋ねたもの。充足度得点は、充足度の5段階それぞれに「十分充足されている」＝5点から
「ほとんど充足されてない」＝1点までの得点を与え、項目ごとに回答者数で加重した平均得点を求め、充足度に関する県民の評価を指標化した。未充足度得点は、6-充
足度得点として算出し、得点が高いほど、充足されていない項目であると考えられる。（最高得点は5点）
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２. 有識者の意識（有識者アンケートより）

●県の審議会委員や大学教授、民間団体の長など
に行ったアンケート調査では、10年後のイメージ
については、情報化や県内経済の活性化、文化を楽
しむ機会の増加が進むと予想する人が多い一方、老
後の安定や子育て環境の充実、少子化の進行に対す

る不安がうかがえます。
●また、県が今後10年間で重点的に推進すること
が求められる施策としては、「活力」分野では雇用の
確保と人材の育成、「未来」分野では元気な高齢者の
活躍の場の拡大や家庭・地域・職場における子育て
支援、「安心」分野では地域の保健・医療・福祉の連
携強化と共生社会の形成が最も多くなっています。
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0.716.2 3.450.23.1
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0.532.1 12.4 39.51.4

0.931.0 11.1 42.31.2

0.529.9 9.2 44.9

26.5

28.4

14.1

13.6

14.51.0

情報通信技術の活用により、生活関連情報や行政・
災害関連情報などがいつでもどこでもだれでも入
手し利用できるようになっている

鉄道、航空、港湾等の機能の充実に伴い、国内外
からビジネスや観光などで、人、モノが活発に行
き来し県内経済が活性化している

仕事と子育てが両立しやすいなど、安心して子ど
もを生み育てることができる社会となり、少子化
に歯止めがかかっている

環日本海地域の拠点として、県内企業と海外企業
との取引や交流が活発となり、多くの県内企業が
海外に販路を持っている

音楽会や演劇、美術展など、様々な文化を楽しむ
機会が増えている

学術研究や科学技術、スポーツ、文化等の分野で
国内外で活躍する人が増えている

地域づくりや福祉、ボランティア、ＮＰＯ（民間非
営利組織）などの活動が盛んになっている

環境に対する意識が高まり、環境にやさしいライ
フスタイルが定着している

基礎的な学力を身につける教育に加え、子どもの
個性・創造性を伸ばす教育が行われている

犯罪や消費者被害が減り、安心して暮らせる社会
となっている

女性・高齢者・障害者などが、自分にあった働き
方を選択できる環境が整っている

医療・介護サービスの充実や年金の支給などによ
り、安定した老後の生活を送ることができる

高齢者、障害者をはじめ誰もが住み慣れた地域で
自立して生活できる社会が実現している

安心して働ける職場が確保されている

0 20 40 60 80 100（%）

そう思う どちらかと言えばそう思う どちらとも言えない どちらかと言えばそう思わない そう思わない 無回答

■10年後の県民生活のイメージ（2017〈H29〉.1調査）
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13.4
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9.5
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1
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3
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5

6

7

8

9

10

雇用の確保と人材の育成

快適で活力ある魅力的なまちづくり

富山のブランド力アップ

産学官連携によるものづくり産業の高度化

新たな成長産業の育成

中小企業の振興

農業生産の振興

北陸新幹線の整備促進と新幹線駅を核とした交流拠点づくり

企業立地の促進

商業・サービス業の振興と賑わいのあるまちづくり

〈活力分野〉
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（％）
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元気な高齢者の活躍の場の拡大

家庭・地域・職場における子育て支援

子どもの可能性を引き出し才能や個性を伸ばす教育の推進

交流人口の拡大、定住・半定住の促進

 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援

子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進

若者の自立促進とチャレンジ支援

自然、歴史、伝統文化など地域の魅力の継承・再発見

男女共同参画の推進と女性の能力の発揮

グローバル社会における地域づくり・人づくり

〈未来分野〉

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
（％）

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

地域の保健・医療・福祉の連携強化と共生社会の形成

食の安全確保と地産地消・食育の推進

防災・危機管理体制の充実

生活交通の確保

高齢者福祉の充実

医療提供体制の充実

健康づくりと疾病対策の推進

防犯・交通安全対策の推進による安全なまちづくり

自然環境の保全

水資源の保全と活用

〈安心分野〉

■今後10年間を通して、特に重点的に推進していくことが求められる施策について（複数回答：分野ごとに３つまで）
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３. 若者の意識（若者アンケートより）

●県内外の若者に行ったアンケート調査によれば、
県内在住者のうち、県内出身者は94.0％（※）が富
山県に住み続けたいとの意向を持っており、県外出
身者でも62.7％（※）は県内に住み続ける意向を
持っています。進学や就職等を機に県外で暮らして
いる県内出身者においても86.3％（※）が富山に
戻って住みたいとの意向を示しています。
　※「一定の条件が整えば住みたい」と回答した者を含む。

●また、県内出身者で県内在住の80.7％、県外在
住の51.5％が県内企業への就職を希望している一
方で、県外出身者で県内在住の県内企業への就職希
望者は20.0％にとどまっています。
●県内で若者が働きがいを感じられる就職先を確
保するなど、若者の定住やＵターンを促す取組みが
求められます。

0.0 20.0

41.7 42.6

94.0

86.3

62.7

15.7 

53.4 40.6 5.9

15.7 47.0 37.3

28.8 57.5 13.7

40.0 60.0 80.0 100.0
（%）

（%）

全体（n=805）

富山県内出身（n=556）

富山県外出身（n=249）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

全体（n=233）

〈県内在住者〉

〈県内出身の県外在住者〉

問　あなたは、このまま富山県に将来も住み続けたい（戻って住みたい）と思いますか？

住みたい 一定の条件が整えば住みたい 住みたくない

「住みたい」と「一定の条件が整えば住みたい」を合わせると86.3％が富山に戻って住みたい
と回答。
※「一定の条件」を尋ねたところ「自分が希望する産業等の就職先」が74.6%でトップ

住みたい 一定の条件が整えば住みたい 住み続けたくない

「住みたい」と「一定の条件が整えば住みたい」を合わせると、県内出身者は94.0%、
県外出身者は62.7%が住み続けたいと回答。
※「一定の条件」を尋ねたところ、「街に活気があり、余暇を楽しめること」が１位で41.9%、「自分が希望する産業等の就職先」が２位で
　39.6%であり、県外出身者だけで見ると「自分が希望する産業等の就職先」が45.7%でトップ

■定住意識
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0.0 20.0

25.4 28.5

80.7 

20.0 

51.5 

23.9 11.7 10.5

37.8 42.9 4.6 6.1 8.7

9.7 10.3 48.4 18.7 12.9 

22.8 28.7 19.8 6.9 21.8

40.0 60.0 80.0 100.0
（%）

県内在住者全体（n=351）

県内在住の県内出身者（n=196）

県内在住の県外出身者（n=155）

県内出身の県外在住者（n=101）

問　将来、希望する就職先等について当てはまるものはどれですか？

県内企業に就職 できるだけ県内企業に就職 県外企業に就職 できるだけ県外企業に就職 就職の希望はない

〈県内在住者〉
県内出身者は80.7%が県内企業への就職を希望する一方、県外出身者は20.0%にとどまる。
〈県内出身の県外在住者〉
51.5%が県内企業を指向している。

■就業意識
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　本県の財政については、2005（平成17）年度予算編成前の段階で約400億円の構造的財源不足が見込
まれるなど非常に危機的な状況にあったことから、2005（平成17）年度を「財政再建元年」と位置づけ、
職員数の削減、職員給与の臨時的減額、公の施設の廃止等の行財政改革に積極的に取り組んできました。
　こうした取組みの結果、2016（平成28）年度当初予算編成において、構造的財源不足を解消したほか、
2015（平成27）年度決算において約半世紀ぶりに県債残高が減少したところであり、その後も行財政
改革や事務事業の見直し、国への地方税財源の充実・確保の働きかけ、県債の新規発行の抑制等に努め
ています。
　しかしながら、今後の歳出の見通しについては、人件費は引き続き定員の適正化に取り組むことなど
により一定程度減少するものの、社会保障関係費が高齢化の進展等に伴い毎年増加するほか、新幹線整
備に係る地方債の償還が本格化していることから、当面の間、公債費が高い水準で推移すると見込まれ
ます。
　一方、税収等の歳入については、今後の経済情勢や税制改正、毎年の地方財政対策の状況等に大きく
影響を受けること、世界経済の先行きに不透明な面が見られること、財政健全化の観点から地方の歳出
抑制を求める圧力が高まることなどが予想されるため、県税と地方交付税等を合わせた一般財源総額の
大幅な伸びは見込めない状況です。
　このように、本県の財政見通しについては当面は厳しい状況が続くものと想定されますが、今後とも、
行政改革や財政健全化の推進に最大限努力する一方、国に対して、偏在性が小さく税収が安定的な地方
税体系の構築や地方の一般財源総額の確保などについて、全国知事会等とも連携しながら強く働きかけ
ていくこととしています。

平成28年度当初予算編成において
財政構造赤字をゼロに！

約半世紀ぶりに県債残高減少！
平成27年度決算において

⇒平成28年度決算においても引き続き減少

0
解消

2004年
11月

2006年
2月

400
億円

180
億円

2011年
2月

2012年
2月

2013年
2月

2013年
年度末

2014年
2月

2015年
2月

80
億円 65

億円

105
億円

43
億円 28

億円 15
億円

2016年
2月

地方公務員給与削減を前提とした
地方交付税と義務教国庫負担金の
削減（約60億円の増）

■財政構造赤字解消までの推移

参考 財政見通し
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第３章 富山県の現状と課題
総論

Ⅰ 基本政策分野

活力とやま

❶ 産業・雇用

●本県は、豊富な電力、工業用水などに支えられ、
医薬品などの化学、アルミなどの金属、機械、電子
部品を中心に、日本海側屈指の工業集積を誇ってい
ます。また、素材や部品等を中心とした基礎素材型
の業種の割合が高く、我が国の産業を支える高い技
術力を誇る企業を擁しています。
●県内企業が国内外の競争に勝ち残るためには、
大学や富山県産業技術研究開発センターなどの公設
試験研究機関の優れた人材・設備・技術・ノウハウ
を活用した共同研究の実施等により、ものづくり技
術を高度化することが重要です。
●このため、富山県産業技術研究開発センターに
おいては、ものづくりアドバイザーによる技術相談
や連携大学院を通じた人材育成に取り組んでいると
ころです。
●さらに、ものづくり技術を発展させるため、富
山県ものづくり研究開発センターなどを活用した効
果的な産学官連携ネットワークの仕組みによる研究
開発、事業化等を一層推進していくことが求められ
ています。
●県では「富山県ものづくり産業未来戦略」（2014
〈平成26〉年策定）に基づき、産学官金の連携・協
力のもと、高機能素材、ナノテクなど、これまでの
研究開発の成果を活かし、次世代自動車、航空機、
ロボットなどの成長分野への県内企業の参入促進に
取り組んでいます。また、医薬品産業においては、
本県の医薬品生産金額が2015（平成27）年に過去
最高の7,325億円（全国第１位）となりましたが、
医薬工連携による新たな製品・技術の開発の取組み
が進められているほか、バイオ医薬品等の付加価値
の高い革新的な医薬品の研究開発を促進していく必
要があります。
●一方で、労働力を支える生産年齢人口の減少が
見込まれるなか、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、知

能ロボットなどの第４次産業革命の進展を踏まえ、
これらの技術を活用した生産性の向上や新たな付加
価値の創出などへの対応が必要となっています。本
県においてもこの大きな流れに乗り遅れることな
く、ＩｏＴやＡＩなどの技術の本県企業への普及を
推進するとともに、起業や新分野進出、海外展開な
どへの支援を強化していく必要があります。
●また、本県が提案し、国に働きかけた結果創設さ
れた「地方拠点強化税制」に基づき、2015（平成27）
年10月、全国に先駆けて「『とやま未来創生』企業の
地方移転・拠点強化促進計画」を策定し、企業の本
社または本社機能の一部や研究開発拠点の誘致を促
進するなど、地元産業の振興と併せた地域活性化の
車の両輪として、企業の立地を進めています。今後
も、本県の優れた技術の集積や、新幹線開業等によ
る企業立地環境の向上効果、環日本海地域のゲート
ウェイとしての優位性、比較的自然災害が少ない本
県の特徴等を十分に活かし、地域産業の振興や企業
誘致活動に積極的に取り組む必要があります。
●有効求人倍率が2018（平成30）年３月には1.99
倍となるなど高水準で推移しているなか、今後の労
働力人口の減少に適切に対応するとともに、建設、
介護・福祉などの人手不足分野や本県の基幹産業で
あるものづくり企業のニーズに応じた人材の育成・
確保や、求職者と企業とのマッチングの推進等によ
り、魅力ある職場の確保や雇用創出に積極的に取り
組む必要があります。

❷ 農林水産業

●本県の農業生産は稲作を中心として行われてい
ますが、2018（平成30）年産米から行政による生
産数量目標の配分廃止などの国の米政策の見直しが
行われるとともに、国際貿易の新たなルールづくり
による関税削減等の長期的な影響が懸念されるな
か、本県農業の体質強化や高付加価値化を推進する
ことが求められます。近年では「１億円産地づくり」
等による園芸作物の生産などの取組みが進んでいる
ほか、新たなブランド米として富山米新品種「富富
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富（ふふふ）」を2018（平成30）年から本格デビュー
させることにしています。また、認定農業者や集落
営農組織が着実に増加するなど、担い手への農地集
積が進んできていますが、全国に比べて兼業率が高
く農業従事者の高齢化が進むなか、農地集積を一層
加速化させるとともに、経営基盤の安定を図るため、
任意組織である農業経営体の法人化を促進する必要
があります。
●林業については、県産材の供給体制の整備により、
2016（平成28）年の県産材の素材生産量が2008
（平成20）年の５万㎥の約２倍となる９万７千㎥ま
で増加してきていますが、長期にわたる木材価格の
低迷などから林業経営は厳しい状況にあります。
●水産業については、定置網漁業を中心とする沿
岸漁業が盛んであり、新鮮でおいしい魚介類が水揚
げされていますが、近年は消費者の魚離れの進行、
生産額の減少傾向や生産コストの増大に加え、ブリ
などのブランド魚の漁獲量の大幅な変動（2015〈平
成27〉年漁期のブリ漁獲量は平年の10分の１）、太
平洋クロマグロの資源管理による本県定置網漁への
影響等が懸念されるなど、本県水産業を取り巻く環
境は厳しい状況となっています。
●今後、産地間競争の激化や就業者の高齢化が一
層進行するなか、経営の効率化や担い手の育成・確
保、優良な農業生産基盤の確保、生産性・収益性の
向上、先端的な生産技術の導入などのほか、６次産
業化など付加価値を高める取組みを積極的に進めて
いく必要があります。また、富山の食の魅力発信に
よる農産物・さかなのブランド力の向上や農林水産
物の輸出などの国内外の市場開拓、県産材の活用促
進、つくり育てる漁業の推進などに取り組み、生産
性・付加価値の高い魅力ある農林水産業を展開して
いくことが求められています。

❸ 交通・物流基盤

●北陸新幹線（長野・金沢間）の開業により、首都
圏と北陸の旅客流動が飛躍的に増加するなど、先行
した他の整備新幹線を大きく上回る様々な開業効果
が現れています。今後、新幹線の開業効果の持続・
深化につながる取組みを展開していくとともに、開
業効果をさらに高めるためにも、早期に大阪まで開
業し、北陸経由で首都圏と関西圏を結ぶ「新ゴール

デンルート」を形成する必要があります。
●県内の高速道路では追加ＩＣ（スマートＩＣ等）
の設置により、利便性の向上が図られてきています
が、東海北陸自動車道の早期全線４車線化や能越自
動車道の早期全線開通など、引き続き県内の広域的
な道路ネットワークの整備や高速道路の利便性の向
上を進めていくことが必要です。
●日本海側の「総合的拠点港」である伏木富山港は、
国際コンテナ航路の充実など環日本海・アジア地域
のゲートウェイ（※２）として着実に機能強化がな
されていますが、今後も伏木富山港のポテンシャル
を活かした集荷力の向上や航路の充実、新規物流
ルートの開拓、港湾後背地等への物流業務施設の立
地促進、クルーズ客船の受入環境の整備などが求め
られています。
●富山きときと空港については、国際定期便利用
者数・外国人入国者数は着実に推移しています。一
方で、国内定期便は北陸新幹線の開業後、羽田便の
利用者数が大幅に減少し、2016（平成28）年３月
より羽田便は１日６便から４便に減便されたことか
ら、羽田便のさらなる利用促進、羽田空港等を利用
した国内・海外との乗継ぎにおける利便性の向上等
により、羽田便の維持・安定化を図るとともに、新
規路線やチャーター便の開拓等を推進し、今後とも
国内外との「空の玄関口」として発展していくこと
が求められています。

❹ 観光・まちづくり

●北陸新幹線の開業などによる交通基盤の強化、外
国人旅行者数の大幅な増加など、本県の観光を取り
巻く環境は大きく変化しています。2016（平成28）年
の県内の延べ宿泊者数は約3,408千人となっており、
前年と比べて減少したものの、付加価値の高いサー
ビスを提供している宿泊施設は好調を維持していま
す。また、食や土産品等を中心に本県を訪れた旅行
者の満足度は、全国でも上位にありますが、一方で、
観光消費額や滞在時間は、伸びてきているものの、
まだ全国平均より低い水準にとどまっています。
●今後とも選ばれ続ける観光地となるよう、的確
なマーケティングに基づき、富山らしい魅力ある観
光資源の掘り起こし・磨き上げと戦略的プロモー
ション（※３）をさらに推進するとともに、北陸新

（※２）ゲートウェイ  海外諸国と国内をつなぐ出入口のこと。
（※３）戦略的プロモーション  的確なマーケティングに基づき、ターゲットの特性に応じて媒体を選定しながら効果的に観光PRを行うこと。
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（※４）ＦＩＴ  Foreign Individual（or Independent）Tour ／ Traveler

幹線の全線整備による「新ゴールデンルート」、東
海北陸自動車道、能越自動車道等の整備による「昇
龍道」など周遊・滞在型の魅力ある広域観光ルート
の形成、産業観光をはじめとした多彩なツーリズム
の展開、おもてなし力の向上、豊かな食の磨き上げ
と発信、県産品などのブランド力の強化や富山の地
域イメージの向上などに一層力を入れていく必要が
あります。
●また、海外からの観光客を呼び込むため、東ア
ジアや東南アジアからの誘客はもとより、欧米・豪
州などの新たな観光市場の開拓に努めるとともに、
外国人個人旅行者（ＦＩＴ（※４））の受入環境を整
備することが重要となっています。
●本県には、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」や
ユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」といっ
た世界的に評価される文化資源があります。さらに、
2014（平成26）年に「世界で最も美しい湾クラブ」
への加盟が認められた富山湾について、国際的なブ
ランドとしてその加盟効果を最大限に活かし、さら
なる魅力のブラッシュアップ・発信により観光振興
や地域活性化につなげていくとともに、本県が世界
に誇る観光資源である「立山黒部」の魅力をさらに
磨き上げ、世界中の人々から「行ってみたい」「また
行きたい」と思ってもらえる観光地となるよう、世
界ブランド化に向けた取組みを進めることが求めら
れています。
●郊外居住の進行、商業・公共施設等の郊外移転、
大型店の郊外出店などにより、中心市街地やまちな
かの空洞化が進み、商店街の衰退や空き店舗の増加
などが顕著となっているほか、自家用車に頼らざる
を得ない生活環境にあり、特に高齢者などにとって、
買い物などの日常生活が不便な状況が生じています。
●中心市街地活性化基本計画などに基づき、中心
市街地の賑わい創出につながる様々な取組みが行わ
れていますが、今後も中心商店街の活性化、自家用
車に頼らなくてもまちなかで快適に暮らせるまちづ
くりなどをさらに推進するとともに、水辺空間や歴
史・文化など地域の資源を活かした、個性的で魅力
的なまちづくりを一層進めていくことが必要となっ
ています。

未来とやま

❺ 結婚・出産・子育て

●本県は、待機児童ゼロを実現しているほか三世
代同居世帯の割合が多いなど、子育てしやすい環境
にあります。しかしながら、合計特殊出生率は
2016（平成28）年には1.50と、近年回復し全国平
均の1.44を上回っているものの、県民の希望出生
率1.9との間にギャップが生じています。
●また、少子高齢化や核家族化の進行などにより、
地域での子育て力や教育力が低下しているとの指摘
もされています。子育て家庭を取り巻く環境が複雑
化・多様化するなか、子どもの健やかな成長を見守
るとともに子育て世代の親を孤立させないよう温か
く見守り支える地域づくりが重要となっています。
●国は、待機児童対策をはじめ保育サービスの量
と質の確保などの様々な課題に取り組むための「子
ども・子育て支援新制度」を2015（平成27）年４月
から本格スタートさせましたが、本県でも、多様な
ニーズに応じた保育サービスの拡充など積極的な子
育て支援等を展開するほか、出会いから結婚、妊娠、
出産までの切れ目のない支援、仕事と子育てを両立
できる職場環境の整備、子育て家庭の経済的負担の
軽減、児童虐待の防止などに総合的に取り組んでい
く必要があります。

❻ 教育

●本県の全国学力・学習状況調査の結果は、全国トッ
プクラスですが、これからも基礎基本の学力を身に
つけるとともに、探究力や自ら課題を解決できる能
力、コミュニケーション能力、論理的思考力を育む
教育、能動的な学習を進めていく必要があります。
●本県では、少人数指導と少人数学級を組み合わ
せた効果的な少人数教育の推進、全国に先駆けた小
学校英語専科教員の配置をはじめとするきめ細かな
教育の充実、科学的な思考力・問題解決能力を伸ば
すための「探究科学科」や「ものづくり中核校」の設
置、「とやま科学オリンピック」の開催など富山な
らではの質の高い教育として、「富山スタンダード」
を推進してきました。
●一方で、特別支援学校や特別支援学級の在籍者
及び通級による指導を受ける児童生徒が増加してお
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り、個別の教育的ニーズに応じた適切な指導・支援
を提供できる、多様で柔軟な仕組みの整備が求めら
れています。
●また、グローバル化の進展など大きく変化する
時代の中で、ふるさとに誇りと愛着を持ち、地域や
世界で活躍する人材を育てるため、ふるさと富山を
題材にした郷土史・日本史学習補助教材や英語で表
現する教材の活用といった「ふるさと学習」の新た
な取組みも進んでいます。
●県内の高等教育機関では、県内外の優秀な学生
に進学先として選択されるよう、学部・学科の再編、
新設など、魅力向上、教育研究機能の充実等に取り
組んでいます。また、大型研究資金の獲得や産学官
連携の促進により、地域の課題や社会の要請に応え
る研究を推進し、その成果を広く地域社会に還元す
るとともに、教育水準の向上、研究機能の強化、大
学コンソーシアムによる相互連携の活性化などを図
り、県内産業への人材供給や若者の県内定着に一層
貢献することが求められています。
●県立大学においては、2017（平成29）年４月の
医薬品工学科の新設、知能ロボット工学科の開設
（2018〈平成30〉年４月）や質の高い看護師を育成
するための看護学部の創設（2019〈平成31〉年４月
予定）など、教育研究体制の充実や施設整備等を進
めています。

❼ 文化・スポーツ、県民活動

●芸術・文化については、多彩な文化活動に多く
の県民が参加していますが、学校単位での団体鑑賞
など子どもが文化に親しむ機会や、県民が文化を鑑
賞する機会などについて、一層の拡充が求められて
います。また、県民が芸術文化活動の創造に参加し、
交流する機会を充実していくことも重要です。
●富山県利賀芸術公園では、国内外の一流の舞台
芸術家が集い、舞台芸術の拠点づくりが進んでいる
ほか、世界ポスタートリエンナーレトヤマ、とやま
世界こども舞台芸術祭の開催など、国際的にも評価
されている質の高い芸術文化活動が展開されてお
り、芸術文化人が集う芸術文化の拠点の形成を進め
ていくことが必要です。
●スポーツの振興については、富山マラソンや富
山湾岸サイクリングなど県民参加型のイベントや競
技大会の開催に取り組んでいるものの、成人の週１
回以上のスポーツ実施率が国の平均を下回ってお
り、今後、高齢化も進展していくことから、生涯に

わたり気軽にスポーツに親しむことができる環境づ
くりが課題となっています。
●また、2016（平成28）年のリオデジャネイロオ
リンピックでの２人の金メダリスト、パラリンピッ
クでの銀メダリストが誕生したことにより、トップ
アスリートの活躍を県民あげて応援する気運が高
まっており、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックや本県で開催される国民体育大会冬季大会
スキー競技会などに向けて、世界や全国の檜舞台で
活躍できる本県アスリートの育成・強化を図ってい
く必要があります。
●近年、地域づくりや公共サービスの新たな担い
手として、ボランティアやＮＰＯへの期待が高まっ
ています。しかしながら、県内のＮＰＯ活動団体は、
組織的、財政的に小規模なものが多く、行政・県民・
企業と連携していくことが重要です。
●また、性別にかかわらず、すべての人がその個
性と能力を十分に発揮できる社会の実現に向けた男
女共同参画の取組みや、地域における外国人住民と
の共生や異文化の相互理解など多文化共生に向けた
取組みを推進していくことも重要です。

❽ 魅力ある地域づくり

●本県には、世界遺産である「五箇山の合掌造り集
落」や2016（平成28）年11月にユネスコ無形文化
遺産に登録された「山・鉾・屋台行事」をはじめ、
世界遺産登録を目指す「立山・黒部」や「近世高岡の
文化遺産群」など、自然、歴史、伝統文化、食など
の多彩な地域の魅力があり、それらの地域資源を活
かしたまちづくりや自然景観の保全、魅力ある都市
景観づくりに向けた取組みが県内各地で進められて
います。また、2016（平成28）年度には現役世代
を中心に、過去最高の565人が県内に移住するな
ど、都市部の住民の地方移住のニーズは年々高まっ
ており、今後も引き続き都市部を中心に移住先とし
ての富山県の魅力を発信することが必要です。
●一方、県民一人ひとりがふるさとに誇りと愛着
を持ち、自らのアイデンティティを持って生きてい
くことが大切であり、自分たちが生まれ育ったふる
さとをあらためて見つめ直し、県民が主体となって
地域の魅力を発掘、再発見することがますます重要
となっています。
●農山漁村においては、若者の流出に伴う過疎化
や高齢化の進行等により、地域コミュニティ機能の
低下や荒廃農地の増大が懸念されています。特に中
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山間地域においては、地域住民と一体となった集落
の主体的な取組みに加え、多様な活動主体の支援・
連携による総合的な地域活性化への取組みが求めら
れています。
●森づくりについては、「水と緑の森づくり税」を
活用して、里山林や混交林の整備を着実に進めてい
ます。また、富山県が全国に先駆けて開発した森林
資源の循環利用と花粉症対策の両立に寄与する優良
無花粉スギ「立山･森の輝き」の植栽や普及に取り組
んでいます。今後とも、県民全体で支える森づくり
を推進していくことが重要です。

安心とやま

❾ 医療・健康

●本県の健康寿命は、2016（平成28）年で男性が
72.58歳（平成22年から＋1.95歳）、女性が75.77
歳（平成22年から＋1.41歳）と伸びてきています
が、平均寿命とは男性で約8年、女性で約12年の
差があることから、さらに生活習慣の改善や健康づ
くり、生きがいづくりの取組みなどを進めることに
より、健康寿命を延伸し、県民一人ひとりが心身共
に健康な生活を送ることができる環境づくりが重要
です。また、多くの人がストレスや心の悩みなどこ
ころの健康の問題を抱えているとともに、特に犯罪
や交通事故に遭われた被害者や家族の方は、直接、
身体的、精神的または経済的な被害を受けるだけで
なく、様々な二次的被害を受ける場合があるので、
こうした人の痛みに寄り添い、支えていくことが必
要です。
●本県では、県民のいのちを守る医療提供体制の
充実を図るために、ドクターヘリの導入（2015〈平
成27〉年８月運航開始）や県立中央病院の先端医療
棟の整備（2016〈平成28〉年９月開設）、県リハビ
リテーション病院・こども支援センターの整備
（2016〈平成28〉年１月開設）、在宅医療に携わる
医師のネットワークづくりや訪問看護ステーション
の充実、がんの最先端医療の提供や地域での医療提
供体制の構築などに取り組んできていますが、今後
も高齢化の進展や医療の高度化などが見込まれると
ともに、地域における医療と介護のスムーズな連携
が求められることから、体制の充実を一層図ってい
くことが必要です。
●また、医療提供を担う医師は初期臨床研修医の

確保などにより増加してきている一方で、小児科、
産科等の特定の診療科においては、いまだ医師が不
足している状況にあります。看護師、助産師、保健
師の数も増加してきていますが、訪問看護や介護施
設における看護師や保健師の需要増などから供給不
足の状況にあるなど、身近な地域で質の高い医療提
供を担う人材の育成、確保が重要な課題となってい
ます。

10  地域福祉

●少子高齢化や核家族化などの社会環境の変化に
伴い、家庭での介護や子育ての機能が弱体化してい
ます。また、高齢者のみ世帯の増加、認知症の方の
増加が見込まれている一方で、医療や介護が必要と
なっても住み慣れた地域で暮らし続けたいという高
い県民ニーズがあります。このため、本県では、こ
れまで、民家を改修した小規模な建物等で高齢者、
障害児者、子どもなどを家庭的な雰囲気でケアする
「富山型デイサービス」の整備促進や、地域住民に
よるケアネット活動の充実、相談支援機関の整備（富
山県難病相談・支援センター（2004〈平成16〉年
10月開設）、富山県がん総合相談支援センター
（2013〈平成25〉年9月開設）、富山県若年性認知症
相談・支援センター（2016〈平成28〉年７月開設）
などを進めてきたところです。今後も、高齢者、障
害児者、子どもなど県民誰もが住み慣れた地域でい
きいきと健康に、安心して暮らすことができ、共に
支えあう地域共生社会の実現に向けて、医療、介護、
介護予防、住まい、生活支援サービスが包括的に確
保される地域包括ケアシステムの構築や、医療、介
護、福祉、就労などに関する相談体制の充実、障害
者の方が地域で安心して暮らすための必要なサービ
スや就労に向けた支援等の取組みを推進していくこ
とが必要です。
●本県の介護職員は概ね順調に増加してきていま
すが、今後の高齢化の進展に伴う要介護者の増加に
対応していく必要があります。また、保育士も増加
しており、待機児童ゼロを維持していますが、低年
齢児の保育ニーズの増加や延長保育、病児・病後児
保育などに対応する必要があります。今後の多様で
きめ細やかな介護・福祉サービスへの需要に対応す
るため、身近な地域で質の高い介護・福祉サービス
を担う人材の育成、確保や職場への定着が重要な課
題となっています。
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11 ･環境・エネルギー

●本県では、全国初の県単位でのレジ袋無料配布
廃止、マイバッグ持参率が全国トップの95％に達
していること、ペットボトル・トレイ等の資源物の
店頭回収などの環境配慮行動に消費者と協働で取り
組む小売店舗を登録する「とやまエコ・ストア制度」
の創設など、県民総参加によるエコライフを推進し
てきており、Ｇ７富山環境大臣会合においてこうし
た取組みが高く評価され「富山」の名を冠した「富山
物質循環フレームワーク」が採択され、Ｇ７伊勢志
摩首脳宣言にも盛り込まれました。こうしたことを
踏まえ、循環型社会・低炭素社会づくりに向け、県
民総ぐるみで食品ロス・食品廃棄物の削減等の３Ｒ
（※５）、節電・省エネルギー、環境教育などに取り
組む必要があります。
●また、大気や水質の環境基準の達成状況を見る
と本県の生活環境は良好な状況にありますが、近年
の日本海対岸地域の急速な工業化や都市化の進展、
人口集中等により、漂着ごみ、海洋汚染、越境大気
汚染、黄砂などの環境問題の顕在化が懸念されてい
ます。今後とも、北東アジア地域における環境保全
の取組みや北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡ
Ｐ）の活動支援などを通じて、環日本海地域におけ
る国際環境協力を積極的に推進していく必要があり
ます。
●本県は、本州随一の植生自然比率を誇り、豊か
で清らかな水環境に恵まれており、こうした本県の
豊かな自然環境や水資源を保全するため、全国に先
駆けて発足したナチュラリスト制度、ライチョウな
どの希少野生動植物保護活動や、地下水の守り人の
養成や富山県水源地域保全条例の制定（2013〈平成
25〉年４月）による水資源保全などの取組みが行わ
れています。今後、交流人口の増加などに伴う環境
への負荷が増大する懸念もあることから、自然環境
の保全に配慮した適正利用のための取組みが求めら
れています。
●さらに、豊かな県民生活や経済の持続的成長を
支えるエネルギーの供給源を確保するとともに、温
室効果ガスの排出抑制を図るため、本県の地域特性
を踏まえ、豊富な水資源を活かした小水力発電所の
整備や、全国２位の地熱資源量を活かした地熱発電
の開発に向けた調査など、再生可能エネルギーの導

入を一層推進するとともに、将来をにらんだ水素な
どの新たなエネルギーの利活用にも取り組んでいく
必要があります。

12 ･安全・安心な暮らし

●本県は、台風や地震などの災害が比較的少なく、
また、出火率が26年連続で全国最小となっている
ほか、刑法犯の認知件数が15年連続で減少するな
ど、安全・安心な暮らしやすい県であるといえます。
●一方で、全国的に自然災害の発生が相次いでい
ますが、本県でも近年は集中豪雨や高波、海岸侵食、
地すべりなどによる被害の発生や、弥陀ヶ原の火山
災害警戒区域の指定、今後30年以内に地震発生確
率が高いと評価されている断層帯の存在など、自然
災害のリスクへの対策が求められています。また、
県内では過去には何度も大火に見まわれています。
県では、これまで、消防の広域化の推進や広域消防
防災センター（2012〈平成24〉年４月開設）を利用
した訓練活動や自主防災組織の組織化の促進、児童
生徒への実践的な防災教育の推進、橋梁等公共土木
施設・学校施設の耐震化、治山・治水・砂防・海岸
保全等の施設整備などを進めてきているところです
が、様々な危機事案に対して迅速かつ適切に対応で
きる防災・危機管理体制を整備するとともに、「防災・
減災」の考え方を基本に、県民の防災意識の高揚や
災害に強い県土づくりを進めていくことが必要です。
●また、橋梁等のインフラの老朽化が進むなかで、
施設の長寿命化を図るなど、公共施設の計画的な維
持管理が求められています。
●本県では住民が主体となった民間パトロール隊
や学校安全パトロール隊などの活動が活発に行われ
ており、地域の安全確保に大きな役割を果たしてい
ます。一方で、近年は、児童生徒等への不審な声か
けなどが後を絶たず、また、特殊詐欺などの犯罪の
組織化・広域化・複雑化やサイバー空間の脅威が深
刻化するなど、地域の防犯活動の一層の充実や新た
な犯罪から県民を守るための取組みが求められてい
ます。
●さらに、交通事故死者数に占める割合が依然と
して高い高齢者の方への交通事故防止対策や、免許
証を返納された高齢者や学生・生徒など自動車を運
転できない方の日常生活を支える地域公共交通サー
ビスの確保、充実がより重要となってきています。

（※５）３Ｒ  廃棄物の発生抑制：Reduce、再使用：Reuse、再生利用：Recycle
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また、消費者トラブルの内容が複雑・多様化するな
か、依然として高齢者や若者が被害に巻き込まれる

ケースが多いため、トラブルを未然に防止するため
の消費者教育などに取り組む必要があります。

Ⅱ 重要政策分野

人づくり

❶ 子どもの健全育成

●本県は、勤勉で教育熱心な県民性に支えられ、「教
育県富山」として全国的にも高く評価されてきまし
た。近年の少子高齢化や人口減少の進行により教育
を取り巻く環境が大きく変化するなかにおいて、少
人数指導と少人数学級それぞれの良さを組み合わせ
た効果的な少人数教育の実施、学校や地域における
特徴的な文化体験プログラムの展開、いのちを大切
にし、他人を思いやる心を育む「いのちの教育」など、
優れた知性、豊かな心、たくましい体を持った子ど
もの育成に取り組んでいます。未就学児については、
人間形成の基礎が培われる時期であり、家庭や地域
等で乳幼児の心と体を育むことが重要です。
●経済・社会のグローバル化や情報化が進み、新
しい科学技術が創造され、人々の価値観が変化する
ことが予想されるなかにおいて、今後の社会を担う
人材には想定外や未知の事象に果敢に主体的に立ち
向かう能力が求められており、教育の場においては
体験的な学習や能動的な学習を進めていく必要があ
ります。また、知識重視に偏重しないバランスのと
れた学力、探究力や課題解決能力、科学的・論理的
思考力の育成、社会人としての職業観や勤労観等を
備えた人材育成も求められており、県では「とやま
科学オリンピック」や「社会に学ぶ『14歳の挑戦』」
を実施し、実績は順調に伸びています。
●ふるさとに誇りと愛着を持ち、家族や地域の絆
を大切にしながら、未来の郷土を支え、社会の発展
に貢献できる人材の育成が求められており、本県独
自の教材を活用したふるさと学習を推進していま
す。2016（平成28）年の地域の行事に参加する児
童生徒は、小６が82.2％、中３が55.1％と、全国
に比べ高い状況にあります。

❷ 若者の成長と自立、社会参加

●高校卒業者の就職内定率は2016（平成28）年度
末には100％で全国１位、大学等卒業者も98.2％
と全国平均を上回っており、引き続き、若者の円滑

な就職支援に取り組んでいく必要があります。また、
インターンシップの一層の促進など体系的なキャリ
ア教育やグローバル教育等により若者の可能性を引
き出し、才能を伸ばしていく必要があります。
●フリーターやニート等の若者の自立に向けた総
合的な支援を行うとともに、若者の卒業後３年以内
の離職率が大卒者で27.8％（2014〈平成26〉年３
月卒業者）と高い水準にあることから、若者労働者
の職業意識の醸成と職業能力の向上が求められてい
ます。また、意欲のある若者が社会で求められる分
野の担い手として活躍できるよう支援していく必要
があります。
●本県の若者のボランティア行動者率は全国平均
より高い水準にはあるものの、７割以上の人が実施
していない状況にあるため、若者が社会貢献を行お
うとする姿勢を身につけ、地域の防災・防犯活動、
自然保護・環境保全活動などの地域づくりやボラン
ティア活動で活躍することが重要です。
●本県においても未婚化、晩婚化が進んでおり、
特に男性（25〜34歳）の未婚率は全国平均を上回っ
ています。生命の尊さや結婚・家庭の持つ意義につ
いての理解を深めるとともに、出会いの場の提供な
ど支援を行っていく必要があります。

❸ 女性の活躍

●1986（昭和61）年に男女雇用機会均等法が施行
されて以来、1999（平成11）年の労働基準法改正
による女性の深夜業務制限の撤廃、2001（平成
13）年の育児・介護休業法改正による育児休業など
の取得を理由とする不利益取り扱いの禁止など各種
法制度の整備により男女の均等な機会及び待遇の確
保は大きく進展し、女性が働く場、活躍の場は着実
に広がっていますが、女性が個性と能力を発揮しな
がら働き続けるためには、男性中心の働き方を前提
とする長時間労働の是正や柔軟で多様な働き方など
働き方改革を進めることが重要です。
●仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環
境の整備等を進めるための一般事業主行動計画の策
定が進んでいます。2017（平成29）年４月からと
やまの未来をつくる子育て支援その他の少子化対策
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の推進に関する条例の改正により策定が義務化され
た従業員30人以上100人以下の企業の計画策定を
支援し、働きやすい職場づくりをさらに進める必要
があります。また、第１子出産を機にフルタイム勤
務の女性の48.3％が常勤を辞めているという状況
にあり、女性が安心して働き続けることができる環
境づくりや再就職支援を進めていく必要があります。
●また、女性の就業率や平均勤続年数は全国トッ
プクラスにあるものの、女性の管理職比率は全国的
にも低い現状にあり、女性のキャリアアップや管理
職への積極的な登用を推進していく必要がありま
す。さらに、本県の専門的・技術的職業従事者のう
ち研究者及び技術者における女性の割合は2015
（平成27）年には13.6％と全国２位であり、引き続
き理系文系を問わず次代を担う女性研究者等の育成
を進めていく必要があります。

❹ 働き盛りの能力発揮

●中長期的に生産年齢人口が減少し続けるなか、
本県の活力を維持していくためには、一人ひとりの
労働者がスキルアップやキャリアアップができる仕
組みを構築し、労働生産性の向上に向けた取組みを
進めることが重要です。また、すべての人がいきい
きと活躍できる環境づくりのためには、個性や能力
に応じた多様な働き方ができるよう働き方改革を進
めることが不可欠です。新分野進出や創業を目指す
起業家を育成する「とやま起業未来塾」は着実に成
果をあげ、2016（平成28）年までの修了生287名
のうち、206名が創業等に至っています。また、「と
やま観光未来創造塾」や「とやま農業未来カレッジ」
において観光の担い手や青年農業者の育成を行って
います。
●地域活動に参加している人の割合は2016（平成
28）年には58.7％と減少傾向にあり、地域コミュ

ニティの連帯感は希薄化しています。ボランティア・
ＮＰＯ活動、自主防災組織、消防団、民間の防犯パ
トロール隊など、様々な形で地域活性化を担う人材
が育つ環境づくりを進めていく必要があります。
●なお、本県は、生活保護受給者の割合は全国で
最も低いものの、経済的に厳しいひとり親家庭も多
く、親の世代の貧困が、子どもの教育格差、不利な
就職を経て、次の世代の貧困につながる「貧困の連
鎖」の防止を図っていく必要があります。

❺ 高齢者の生きがいと社会貢献

●富山県の高齢者人口は、2020年頃にピークを迎
えますが、総人口の減少に伴い、高齢化率はその後
も上昇が続く見込みです。本県の介護を必要としな
い65〜74歳の高齢者の割合は2017（平成29）年
３月には96.2％と全国平均を上回っており、こう
した高齢者が意欲や能力に応じて地域社会の担い手
として生涯活躍できる「エイジレス社会（生涯現役
社会）」を実現することが極めて重要であり、健康
寿命の延伸とともに高齢者の就労支援や働きやすい
環境の整備を進めていく必要があります。
●また、富山県の老人クラブ加入率は全国１位で
あり、ボランティアや健康づくり、世代間交流など
多彩な活動を展開しています。今後も高齢者が生き
がいを持って、生涯学習活動、スポーツ活動、地域
活動に取り組む環境づくりを行っていく必要があり
ます。
●高齢者が長年培ってきた知識や経験、技能が次
の世代にしっかり継承されることが重要です。伝統
産業においては、技能・技術面で高い水準にあるも
のの、後継者不足が深刻な問題となっていることか
ら、後継者の確保・育成と技術の継承に向けた取組
みを進める必要があります。
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第４章 富山県の目指すべき将来像
総論

❶ 県づくりの視点

●国内外の社会経済情勢が急速に変化し続けるな
かにおいて、これからの時代の流れを敏感に察知し
ながら、既存の固定観念にとらわれることなく柔軟
な発想で新たなモデルを構築して、時代を先導する
トップランナーとして果敢に挑戦していくことがグ
ローバル社会を生き抜く上でますます重要となって
います。富山県は、北陸新幹線が開業し、まさに新
しい時代の節目に立っていますが、こうしたフォ
ローの風を受けている時期にこそ、今後の県づくり
の方向性を見定めて、本県の優れた基盤、魅力や強
み、優位性を十分活かしながら、少子高齢化や人口
減少の進展による諸課題を克服し、場合によっては
チャンスに変えて新しい時代を先導する活力と魅力
あふれる県、ひいては日本再生・再興の一翼、一端
を担い得る県として、確固たる基盤を構築していく
ことが重要です。
●富山県は、北陸新幹線が開業して首都圏とのアク
セスが格段に向上し、開業効果が顕著に現れていま
すが、さらに今後の延伸により関西圏、中京圏とも
結ばれ、３大都市圏との経済的文化的な交流を一層
高めていく必要があります。また、環日本海地域、ア
ジア地域との玄関口として極めて恵まれたポジショ

ンにあります。こうした本県の優位性を活かし、人・
モノ・情報の流れを活発化し、経済・文化の両面で
価値を高めていくとともに、グローバルな視点でダ
イナミックな発展を遂げつつあるアジアを中心とし
た地域の成長力を取り込んでいくことが重要です。
●また、現代社会においては、人間関係が希薄化
していると言われますが、安定した人間関係の絆が
構築され、地域との関係を保っていくことが、個人
の力、地域の力の源です。富山県は、県民の心の拠
り所であるふるさととなりうる雄大で美しい自然、
地域に根差した文化、勤勉で進取の気性に富む県民
性があり、富山に生まれ育ったことに自信と誇りを
持って未来に飛躍していく人材を育んでいくことが
将来の県の発展の礎となります。
●こうしたことから、この計画では、今後の県づ
くりにおいて特に重要となる４つの視点を提示しま
す。これらの視点は、今後10年を見据え、富山県
が一層の発展を遂げるために不可欠なものであり、
県づくりの目標に向かって諸政策を展開するにあた
り、常にこうした視点を中心に据えながら取り組ん
でいくこととします。

新たな価値創出

●本県は、低廉な電力と豊富な工業用水に支えられ、高いものづくり技術を活かし、
アルミ産業の発展、医薬品、ロボット、ＩＴ関連分野など最先端のものづくり企
業の振興により、日本海側屈指の産業集積を築いてきました。

●本県の経済をさらに発展させていくには、本県産業の背骨ともいうべき製造業の
新たな発展・飛躍が不可欠であり、ＩｏＴ、ＡＩ、ビッグデータ、ロボットなど
の第４次産業革命の進展等による新技術、新商品の研究開発と新成長産業の育成
を進めていきます。

●また、価値観が多様化するなかでアートとデザインをつなぐなどの視点に立った
新たな文化の創造など、ソフトパワーである文化の力で心の元気を生み出し、経
済面の強みや特色と文化力の向上の相乗効果による新たな価値創出を目指します。

●北陸新幹線の大阪までの全線開業により、北陸・信越、関西圏、中京圏、首都圏
をネットワーク化して世界的な経済・文化圏である「大ゴールデン回廊」を創出し、
多彩な活力と魅力を有する富山県がその重要な一角を担うことを展望します。

●富山にしかない価値や富山の強みとなる価値を創出し、「大ゴールデン回廊」の広
域経済文化圏において存在感を発揮できる県を目指します。
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グローバル
新時代

●世界の人口は、特にアジア、アフリカを中心に増加し、2060年には100億人を
突破すると予想されています。また、2030年頃にはインドが中国を抜きトップ
になる見通しです。

●中国、アセアン、インド等の新興国の台頭で、世界のパワーバランスが多極型へ
変化し、全世界を見渡したグローバルな視点が重要となっているなかで、いわゆ
る「逆さ地図」に見てとれるようにアジア大陸に向けた日本の玄関口となっている
富山県の地の利を活かし、世界の成長センターとなっているアジアを中心とした
国々との産業や観光の面での交流を深め、その成長エネルギーを取り込みながら
共に発展していきます。

●また、本県が世界に誇ることができる産業（医薬品、金属、電気・電子部品、機械等）、
文化（世界文化遺産、舞台芸術、アート・デザイン、工芸等）、観光（雄大な立山黒部、
美しい富山湾、多彩な食等）などの分野においては、先進的な取組みをしている
欧米諸国との交流を深化させ、高品質なグローバルブランドとして磨き上げ、さ
らなる発展を目指します。

●グローバル化の中で各地域が価値観の多様性を互いに認め合う多文化共生の取組
みが重要となります。また、グローバル化の波にのまれることなく地域のオリジ
ナリティをしっかり堅持し、発信力を強化します。

ふるさと

●富山県は、勤勉で進取の気性に富む県民性、持ち家率や三世代同居率、老人クラ
ブ加入率の高さなど地域や家に対する愛着、雄大な立山連峰や神秘の海富山湾な
どの美しい自然環境、豊かで清らかな水と新鮮でおいしい食などが「群」となって、
全国トップクラスの暮らしやすさを形成しています。

●ふるさとは県民の生活、活動の場で、心の拠り所にもなるものであり、ふるさと
の魅力を知り、理解を深めるとともに、ふるさとへの誇りと愛着を育みながら、
誰もが快適にいきいきと働き暮らせる社会を創り出し、富山発の地方創生を実現
していきます。

●特に、富山県に生まれ育った若者が、ふるさとへの愛着と誇りを持ち、それを心
の支え、基盤としながら健やかにたくましく成長し、未来を切り拓いていくこと
が期待されます。

人づくり

●様々な分野において活躍する有為な人材は、県づくりの根本となる最も貴重な財
産であり、あらゆる取組みは、意欲と情熱を持った人のリーダーシップと多くの
人の理解と協力の有無によって成否が決まるといっても過言ではありません。

●第４次産業革命が進展する新しい時代には、労働力がＡＩや機械に代替される一
方で新たな財やサービスの創出による労働需要が増大すると予想されており、こ
うした変化への対応力を持ったコミュニケーション力や技術開発力、文化力など
を備えた人材を育成していきます。また、これからの富山県や日本を支えるとと
もに、ふるさとに心の根をおきながら、グローバルな舞台でも活躍できる人づく
りを進めていきます。

●それぞれのライフステージにおいて、健康で生きがいを持って暮らし、意欲や能
力に応じて様々な分野で活躍するとともに、若者、女性、高齢者、障害者など多
様な人材がお互いに支え合いながら共生できる社会の実現に向けた取組みを進め
ていきます。
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❷ 目指すべき将来像と計画の基本理念（目標）

●「元気とやま創造計画」、「新・元気とやま創造計
画」では、富山県の目指すべき将来像として、「活
力とやま」「未来とやま」「安心とやま」を設定し、県
民誰もが、自らの個性や能力を発揮しながら、夢と
希望を持っていきいきと働き、安心して暮らせる県
の実現を図ってきました。
●これらの将来像については、社会経済情勢が大

きく変化するなかにあっても揺るがない、県づくり
の根本となる基本的方向を示すものであり、この計
画においても、これら３つの目指すべき将来像を引
き続き堅持します。そして、先に示した県づくりの
視点など新しい観点も盛り込みながら、時代の変化
に対応した政策を展開し、富山県の一層の発展を
図っていきます。

●富山県は、半世紀近くにわたる県民の悲願であっ
た北陸新幹線が開業し、新時代に飛躍する大きな
チャンスを迎えています。
●本県は、美しい自然と調和のとれた豊かな環境、
特色ある文化、日本海側屈指の多様な工業集積など
を有し、また、厳しい風土に揉まれながら、勤勉で
粘り強い県民性や積極進取の気性、豊かな創造力と
たくましい行動力が育まれてきました。
●今こそ県と県民、企業、地域の団体、市町村な
ど様々な主体が一体となり、本県の持つ自然、歴史、
文化、産業の強みを活かし、そして県民のパワーを
結集して新しい県づくりに向けた取組みを力強く進
めていくことが何よりも重要です。
●この計画では、これからの県づくりの視点として
「新たな価値創出」、「グローバル新時代」、「ふるさ
と」、「人づくり」の４つを提示し、これを踏まえた「活
力とやま」、「未来とやま」、「安心とやま」の３つの
将来像の実現を目指していますが、何よりも県づく

りの主役である県民一人ひとりが、若い人から高齢
者まで、男性も女性も障害の有無にかかわらず、生
涯にわたって高い志を胸に健康でいきいきと輝いて
学び、働き、暮らしていくことによって、元気なふ
るさと富山県の実現が可能となると考えます。
●これから、本格的な人口減少社会に突入してい
きますが、将来に向けて希望を持って新時代の富山
県を切り拓いていこうとする決意で県民の皆さんと
一緒になって県づくりを進めていきます。
●このため、この計画では、

「･みんなで創ろう！･人が輝く･元気とやま新時代　
　　　　―･活力、未来、安心のふるさと･―　　　」

を計画の基本理念（目標）として、「活力」、「未来」、「安
心」のふるさとづくりを推進することとし、これを
県民の皆さんと意識と行動を共有できる基本的な
メッセージとします。

基本理念（目標）

みんなで創ろう！　人が輝く　元気とやま新時代
― 活力、未来、安心のふるさと ―

●明日を担う人材が健やかに育
まれ、文化・スポーツの振興
など多彩な県民活動、ふる
さとの魅力を活かした地域
づくりが進められている「未
来」への希望に満ちた県

未来とやま

●豊かな自然や生活環境を活か
し、住み慣れた地域の中で、
健康で快適に、安全で「安心」
して暮らせる県

安心とやま

●勤勉で進取の気性に富む人
材、恵まれた自然、歴史・文
化、交通・情報通信基盤、産
業集積などを活かし、創意工
夫、意欲ある取組みが展開さ
れている「活力」あふれる県

活力とやま
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❸ 目指すべき将来像の実現に向けた政策

１. 政策体系（基本政策及び重要政策）

●目指すべき将来像の実現に向け、「活力」「未来」
「安心」の３つを柱とし、12の展開目標の下に基本
政策として85政策、これらを支える重要政策「人づ
くり」として５つのテーマの下に15政策、合わせて

100の政策を設定します。
●これらの政策は、今後、各施策・事業を企画・
立案し、展開していくにあたっての指針となるもの
であり、県民の視点に立ち、各行政課題に効果的に
対応する観点から設定したものです。

政策体系

●･「活力とやま」、「未来とやま」、「安心とやま」の３つを柱として基本政策を体系化
します。

●また、これらの政策の実施により元気な富山県を創っていくにあたり、もっとも
重要なのは「人」です。すべての政策は、最終的にはそれぞれ「人」の活躍により
実現するものであり、経済・産業、教育・文化、医療・福祉など、それぞれの分
野を担う人材を育成していくことが県づくりの根幹となります。このため、「人づ
くり」を基本政策を支える重要政策として位置づけることとします。



039第４章　富山県の目指すべき将来像

総 

論

富
山
県
の
目
指
す
べ
き
将
来
像

第
4
章

活力とやま

●北陸新幹線の開業により新時代を迎え、本県の特性を最大限に活かした新たな成
長産業の育成やものづくり産業の高度化、企業立地、農林水産業の振興などを進
め、付加価値の高い産業の活性化を図るとともに、多様な雇用機会を提供します。

●新ゴールデンルートの形成に向けた陸・海・空の交通基盤等の強化を図るとともに、
本県の自然や文化を活かした観光振興などに取り組み、活力ある県づくりを進め
ます。

基本政策

展開目標１　グローバル競争を勝ち抜く力強い産業の育成と雇用の確保
1 第４次産業革命への対応と新たな成長産業の育成
2 医薬・バイオ関連産業の育成など、世界の「薬都とやま」の確立
3 産学官の連携によるものづくり産業の高度化
4 起業チャレンジへの支援
5 人口の増加・定着に結びつく多様な企業の立地
6 中小・小規模企業の総合的な支援体制の強化
7 デザイン力を高めた伝統工芸品産業の新展開とクリエイティブ産業の育成
8 商業・サービス業の振興と商店街の活性化
9 県内企業のグローバル展開への支援
10 雇用の確保と人材の育成
展開目標２　生産性・付加価値の高い農林水産業の振興
11 意欲ある若い担い手の育成・確保と農業経営基盤の強化
12 農業経営の効率化と高付加価値化の推進
13 食のとやまブランドの確立と地産地消、国内外の市場開拓
14 森林の整備と林業の振興、県産材の活用促進
15 水産業の振興と富山湾のさかなのブランド力向上
展開目標３　環日本海・アジア新時代に向けた陸・海・空の交通基盤等の強化
16 北陸新幹線の早期全線開業による新ゴールデンルートの形成
17 新幹線の開業効果の持続・深化と三駅を核とする広域交流等の促進
18 あいの風とやま鉄道の利便性の向上
19 高速道路、幹線道路から生活道路までの道路ネットワークの整備
20 日本海側総合的拠点港としての伏木富山港の機能強化
21 国内外との航空ネットワークの維持・充実と空港の活性化
22 行政情報のオープンデータ化とＷｉ−Ｆｉ環境等の整備促進
展開目標４　観光振興と魅力あるまちづくり
23 選ばれ続ける観光地づくり　−海のあるスイスを目指して−
24 うるおいのあるまちづくりと中心市街地の賑わいの創出
25 国際的ブランド「世界で最も美しい富山湾」の活用と保全
26 「立山黒部」の世界ブランド化と戦略的な国際観光の推進
27 産業観光をはじめとした多彩なツーリズムの展開
28 観光人材の育成とおもてなしの心の醸成
29 豊かな食の磨き上げと発信
30 富山のブランド力アップに向けた戦略的展開
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未来とやま

●子育て支援をはじめとした総合的な少子化対策を推進するとともに、真の人間力
を育む学校教育と家庭・地域の教育力の向上を図り、未来を担う人材の育成を進
めます。

●芸術文化への出会いや創造の機会を充実し、スポーツや多様な県民活動を推進す
るとともに、未来に向けた魅力あふれるふるさとづくりを進めます。

展開目標１　結婚・出産・子育ての願いがかなう環境づくり −県民希望出生率1.9へ−
1 出会いから結婚、妊娠、出産までの切れ目のない支援の推進　
2 保育サービスの拡充など積極的な子育て支援等の展開
3 仕事と子育てを両立できる職場環境づくり
4 子育て家庭などの経済的負担の軽減
5 子どもの健やかな成長支援

展開目標２　真の人間力を育む学校教育の振興と家庭･地域の教育力の向上
6 少人数指導と少人数学級の組合せ等による充実した教育の推進
7 一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実
8 いじめ・不登校対策と人権を大切にする心の育成
9 子どもの可能性を伸ばす教育の推進
10 家庭・地域の教育力の向上
11 大学教育の振興とコンソーシアム等の活性化
12 県立大学における教育研究体制の充実と地域への貢献
13 生涯にわたる多様な学びの推進
14 ふるさとを学び楽しむ環境づくり
展開目標３　文化・スポーツの振興と多彩な県民活動の推進
15 県民が芸術文化と出会い、親しむ環境づくり
16 県民が芸術文化の創造に参加し、交流する機会の充実
17 質の高い文化の創造と世界への発信
18 スポーツに親しむ環境づくりの推進
19 全国や世界の檜舞台で活躍する選手の育成
20 多様なボランティア・ＮＰＯ活動の推進
21 若者の自立促進と活躍の場の拡大
22 男女共同参画社会づくり
23 グローバル社会における地域づくり・人づくり
展開目標４　ふるさとの魅力を活かした地域づくり
24 「くらしたい国、富山」の発信による移住の促進
25 自然や歴史・文化など地域の魅力のブラッシュアップと世界文化遺産登録の推進
26 地域の個性を活かした景観づくり
27 豊かで美しい農山漁村の持続的な発展と都市との交流
28 水と緑の森づくり・花と緑の地域づくり
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安心とやま

●健康寿命日本一の実現に向けた健康づくりの推進や医療提供体制の充実、高齢者
や障害者の福祉の充実に取り組み、地域で安心して暮らせる社会づくりを進め
ます。

●豊かで安全な環境の保全や循環型社会・低炭素社会づくりの推進、再生可能エネ
ルギーの導入を図るとともに、災害に強い県土づくりや防災体制の充実を進め安
全・安心な県づくりを進めます。

展開目標１　いのちを守る医療の充実と健康寿命日本一
1 医師の養成・確保
2 看護師・保健師・助産師の養成・確保
3 最先端のがん医療など総合的ながん対策の推進
4 質の高い救急医療・リハビリ医療・在宅医療等の提供体制の充実
5 健康寿命日本一を目指す総合対策の推進
6 人の痛みに寄り添い、支える場づくり
7 食の安全の確保、食育の推進

展開目標２　住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉の推進
8 地域包括ケアシステムの構築と地域共生社会の形成　　
9 保健・医療・福祉の切れ目のない支援
10 介護・福祉人材の確保のための環境整備
11 高齢者の介護予防と介護サービス、認知症対策の充実
12 障害者に対する差別の解消と障害等の特性をふまえた支援
13 障害者が地域で安心して暮らせる体制の整備
展開目標３　環日本海地域をリードする「環境・エネルギー先端県」づくり
14 循環型社会・低炭素社会づくりの推進
15 「富山物質循環フレームワーク」の実現に向けた「とやまモデル」の確立
16 豊かな自然環境の保全
17 安全な生活環境の確保と環日本海地域の環境保全
18 清らかな水資源の保全と活用
19 再生可能エネルギーの導入、新たなエネルギーの利用に向けた開発の促進
展開目標４　災害に強く、「日本一安全・安心な県」づくり
20 消防力や地域防災力等の強化による防災・危機管理体制の充実
21 防災・減災、災害に強い県土づくり
22 地震・津波対策、火山対策、原子力災害対策の充実
23 雪に強いまちづくり
24 犯罪の抑止と交通安全対策の推進
25 地域公共交通の維持活性化と新たな展開
26 安全・安心で豊かな住環境づくり
27 消費生活の安全の確保
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重要政策

子
ど
も

テーマ１　富山県や日本を担う子どもの育成
1 優れた知性、豊かな心、たくましい体を持った子どもの育成
2 チャレンジ精神あふれる、困難にくじけない子どもの育成
3 家族や地域の絆、ふるさとを大切にする子どもの育成

若
　
者

テーマ２　若者の成長と自立、起業の支援、社会参加の促進
4 たくましく成長するための支援と社会で活躍できる人材の育成
5 若者の職業的自立や起業の支援
6 若者の社会の一員としての自立促進

女
　
性

テーマ３　女性の活躍とチャレンジへの支援
7 女性が能力を発揮でき、安心して働き続けられる環境づくり
8 女性のキャリアアップ、管理職への積極的な登用などの推進
9 女性の起業や再就職などの支援、女性の研究者・技術者等の育成

働
き
盛
り

テーマ４　すべての人が活躍できる環境づくり
10 がんばる働き盛りなどへの積極的な支援
11 コミュニティや地域活性化を担う人材が育つ環境づくり
12 大人から子どもへの貧困の連鎖の防止

高
齢
者

テーマ５　エイジレス社会実現と「かがやき現役率」の向上
13 元気な高齢者の就業・起業支援
14 高齢者の地域貢献活動の支援
15 高齢者の知識や経験、技能の継承

人づくり
●現在及びこれからの富山県を支える人づくりをあらゆる世代において進めていき
ます。

●未来を担う子どもを健やかに育成するとともに、若者、女性、働き盛り、高齢者
がそれぞれの意欲や能力に応じて社会で活躍できる環境づくりを進めます。

２. 重点戦略

●県民が、若者も高齢者も、男性も女性も、一人
ひとりが高い志を胸に、未来に向け、夢と希望を持っ
て、いきいきと働き暮らせる「元気な富山県」を創
るため、各分野における政策をしっかりと展開して
いくことが重要ですが、本県の財政が厳しいなかに
あっても、時代の変化や県政の重要課題に迅速かつ
的確に対応するためには、県民ニーズ等も踏まえつ

つ、「活力」「未来」「安心」の各政策体系を横断的、
有機的に捉え、本県の発展に不可欠な取組みを重点
的かつ戦略的に進めていく必要があります。
●このため、こうした本県の発展や県民の幸せの
ため重要な政策課題であって、優先かつ横断的に取
り組むべきものを「重点戦略」として設定し、政策
のメリハリを持たせて計画を推進していきます。具
体的には、以下の戦略を展開していきます。
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重点戦略　※詳細については、第２編第１章を参照

とやまの価値創造
戦略
～「大ゴールデン回廊」
の拠点を目指して～

●技術革新やイノベーションの動向を取り込み、生産性の向上と新たな付加価値の
創出による産業のさらなる成長とともに、文化との相乗効果による新たな価値創
造を目指します。さらに北陸新幹線の大阪までの全線開業によって創出される「大
ゴールデン回廊」の重要な一角を担うとともに環日本海地域の拠点県としての飛
躍を目指します。

戦略の体系（項目）
❶陸・海・空の整備と新幹線を軸とした広域交通体系等の形成
❷強い産業の育成と成長分野への進出
❸心豊かで質の高い文化の創造
❹新たな価値創出等を担う人材の育成・確保

とやまのグローバ
ルブランド推進戦
略

●海、山、歴史、文化、食、ものづくりといった本県のオンリーワンの魅力に磨き
をかけてグローバルに発信します。多様な人やモノの流れを活発化し、富山発の
ネットワークの拡大を目指します。

戦略の体系（項目）
❶「海のあるスイス」を目指した観光地域づくり
❷観光地の質の向上と滞在型・体験型観光へのシフト
❸伝統文化や伝統工芸品産業の振興、新展開
❹県内企業の海外ビジネス展開の促進
❺県産品のブランド力強化、販路拡大や輸出促進
❻グローバル社会における地域づくり・人づくり

人口減少社会にし
なやかに対応する
人と地域の活性化
戦略

●人口減少社会において、次世代を育成しつつ社会を支える人材が意欲的に働き、
同時に家庭や地域での役割を果たすことができる生き方モデルの構築と魅力ある
地域づくりを目指します。

戦略の体系（項目）
❶働き方改革と若者、女性、高齢者等の活躍
❷技術革新による社会の変化に対応した教育の推進
❸暮らしている地域の活力維持・活性化
❹子育て支援・少子化対策の充実

災害に強く、環境
にやさしい持続可
能な県づくり戦略

●豊かな環境に恵まれた富山県の特性を活かし、防災・減災、循環型・低炭素・自
然共生社会づくり、再生可能エネルギー等の先進地モデルとしての確立を目指し
ます。

戦略の体系（項目）
❶防災・減災のための体制づくり
❷災害に強い県土づくり
❸循環型・低炭素・自然共生社会づくりと生活環境の保全
❹多様な再生可能エネルギーの導入・活用と新たなエネルギーの利活用
❺防災の営みと環境保全の調和

健康・元気で安心
な共生社会づくり
戦略

●若者、女性、高齢者、障害者など多様な人材が社会で活動し、心身共に輝きを持
続できるよう生涯にわたる健康づくりを総合的に推進するとともに、自立しなが
らも支え合う共生社会の構築を目指します。

戦略の体系（項目）
❶いつまでも元気に自立して暮らすための気運づくりと健康づくりの推進
❷先進的な疾病予防の推進や健康管理の充実
❸富山の伝統・資源を活かした健康の増進
❹地域共生社会の構築に向けた包括的な支援体制の強化
❺保健・医療・福祉・就労等の切れ目のない連携
❻医療・介護・福祉人材の養成・確保
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❹ 2020年代半ばに期待される富山県の姿

●以上の政策の推進により、概ね10年後の2020年代半ばには、以下のような県の姿が期待されます。

●本県のものづくり技術を活かしつつ、第４次産業革命による技術革新に対応した高い生産性を有す
る工場が県内各地域で展開されるとともに、産学官金連携による研究開発が活発に行われ、次世代
自動車や航空機など新たな成長性の高い産業が次々と生まれています。また、県内製薬企業による
付加価値の高いバイオ医薬品や小児用医薬品などの研究開発や実用化が進展し、本県が「薬都とや
ま」として世界から注目される存在となっています。県内中小企業の知恵と技術、伝統工芸などの
高いデザイン力を活かして、付加価値の高い商品開発、新たな事業展開や海外進出が活発に行われ
ているとともに、国内外から技術力・競争力の高い企業が数多く進出し、首都圏等からの優れた人
材の流入や多くの若者、女性の雇用が進んでいます。

●ＩＣＴ・ロボット等の先端技術を活用したスマート農業などの普及により、農林水産業の生産性が
向上し農林漁業者の経営基盤が強化されています。また、６次産業化の取組みが積極的に展開され
るなど所得増大につながっており、夢のある農林水産業に従事する若い後継者が着実に増加してい
ます。さらに、富山米の新品種「富富富（ふふふ）」をはじめ、大規模園芸産地や施設園芸等による
野菜など高品質で安全な県産の農林水産物が「食のとやまブランド」として広く認知され、首都圏な
ど国内での販路が拡大するとともに、農林水産物等の輸出も進んでいます。

●敦賀まで開業した北陸新幹線の利用人員は堅調に推移するとともに、富山きときと空港では新規路
線・チャーター便の就航やＬＣＣ・リージョナルジェットが運航されるなど、さらに便利になった
陸路と空路を利用してビジネスや観光など多くの人が行き来しています。伏木富山港国際物流ター
ミナルのさらなる機能強化、東海北陸自動車道の付加車線の設置や全線４車線化などの整備も進展
し、環日本海・アジア地域の拠点として、国際的な物流、経済交流、海外ビジネス展開が活発に行
われています。

●世界で最も美しい富山湾、立山黒部、世界遺産「五箇山の合掌造り集落」、ユネスコ無形文化遺産「山・
鉾・屋台行事」など、本県の自然、歴史、文化など多彩な魅力が多くの人たちから評価され、「海の
あるスイス」という観光ブランドが定着し、国内外から多くの観光客が訪問・滞在するとともに、
リピーターも増加しています。また、日本橋とやま館を拠点として、本県の優れた商品や豊かな食
文化などが「とやまブランド」として全国で知られるとともに、都会では味わえない「上質なライフ
スタイル」を体験できる県という魅力的な県のイメージが定着しています。さらに、県内各地では、
地域の個性を活かした魅力があふれるまちが形成されており、商業、学校、文化施設など多様な都
市機能が集積するとともに特色ある商店街に多くの人々が訪れるなど中心市街地が賑わいを見せて
います。

活力とやま

未来とやま

●保育サービスの拡充や、仕事と子育ての両立支援に向けた職場環境づくりが進み、社会全体で子育
てを支える気運が醸成され、出生率が上昇しています。また、学校と家庭、地域が一体となって子
どもを見守り育てる取組みにより、良好な環境のもとで子どもが健やかに成長しています。

●学校では、児童生徒の学力やニーズに応じた効果的な少人数教育が進み、第４次産業革命やグロー
バル化にも柔軟に対応できる個性豊かな人材の育成が進んでいます。また、配慮を要する教育的ニー
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ズのある子どもに対し、一人ひとりの状態に応じた授業やＮＰＯによる学習支援など多様で柔軟な
教育が行われています。

●高等教育機関では、社会や企業のニーズに対応した学部・学科の創設など、国内外に誇れる人材育成・
学術研究の拠点が形成されるとともに、大学コンソーシアム富山の取組みや産学官連携による魅力
向上策により、多くの優秀な学生が県内で就職し、若者の定着が進んでいます。また、環日本海・
アジア地域などから多くの優秀な外国人留学生が県内に受け入れられ、県内企業の海外展開や研究
開発等を担う人材として活躍しています。

●本県の中核的な産業である医薬品やアルミ分野等において、県、大学、産業界が連携してコンソー
シアムを構築し、最先端のプロジェクトや専門人材育成に取り組んでおり、県内の学生はもとより、
東京圏の学生が、富山で学び、富山で働き、本県の中核的産業の発展を支える人材として活躍して
います。

●社会人が生涯にわたって多様な学びができるリカレント教育が充実し、経験と知識が結びついた実
践的な人材が育成されています。

●アートとデザインをつなぎ、「見る、創る、学ぶ」という双方向の美術を体験できる取組みやアジア
を代表する舞台芸術の拠点の形成、世界的な文化イベントの開催などにより、多くの人が芸術文化
に親しみ、質の高い芸術文化が創造され、国内外に発信されています。

●まちのスポーツイベントの開催など様々なエリアで、多くの県民がスポーツに親しんでいます。ま
た、ジュニア期からの一貫指導体制の推進と選手の育成・強化により、多くの本県アスリートがオ
リンピックをはじめ世界や全国の檜舞台で活躍しています。

●ボランティアやＮＰＯが様々な分野で活発に活動し、地域づくりや公共サービスの新たな担い手と
して地域の活性化に貢献しています。また、グローバル社会の進展に伴い、多文化共生の地域づく
りが進んでいます。

●富山の誇る自然、歴史・文化の魅力が世界文化遺産登録等により認知され、また、様々な地域の個
性を活かしたまちづくりや水と緑の森づくりの取組みが進められ、豊かで魅力のあるふるさとが創
られています。地域住民が主体となった取組みに加え、大都市圏など県外から移住をする人が増え、
地域が活性化しています。

●健康づくりへの関心が高まり、県民の食生活や運動習慣の改善が進んで、生活習慣病にかかるリス
クが低下しているとともに、がんをはじめとする様々な疾病に対する予防対策が充実しており、多
くの人が心身共に健康な生活を送り、健康寿命も伸びています。

●県内の各地域において、患者の容態に応じた急性期から回復期、慢性期まで連携した医療提供体制
が整えられています。在宅においてでも、病院、診療所、薬局、訪問看護、介護・福祉など多職種
が連携した在宅医療や介護が提供されています。また、医療・福祉の人材確保やキャリアアップの
仕組みづくりが進み、生活や就労など医療・福祉に限らず様々な相談にも包括的に対応できる相談
体制が整備され、地域包括ケアシステムが構築されています。

●地域の様々な課題に対し、若者や働き盛りの者、子ども、障害者、高齢者などの地域住民の方がそ
れぞれ役割を有し、誰もが自立し、互いを尊重して共に支え合う地域共生社会が形成されています。

●人と自然が共生し、豊かで美しい自然環境が保全されるとともに、多くの県民の環境意識が一層高
まり、食品ロス・食品廃棄物削減等の３Ｒの取組みや節電・省エネルギー等の地球温暖化防止に向
けた取組みなど、環境に配慮したライフスタイルや事業活動が定着しています。

●高低差の大きい地形や全国に誇る包蔵水力を活かした小水力発電所がますます整備され、豊富な地



046 第１編　総論

●科学技術の進歩やグローバル化の進展に対応した実践的で豊かな個性を育む教育・活動が活発に行
われており、子どもたちの持つ様々な可能性を引き出し、ふるさと富山に誇りと愛着を持って広く
世界に目を向け、夢や希望を持ち、未来を自ら切り拓いて、富山県や日本の将来を担い、さらには
世界を舞台に活躍できる人材が育成されています。

●体系的なキャリア教育やインターンシップの実施により、若者の職業選択の幅が広がり、就職内定
率は高い水準を維持しています。また、フリーターやニート等への総合的な相談体制やアウトリー
チ（訪問支援）などの支援も充実し、就業や自立につながっています。若者はボランティア・ＮＰＯ
活動などの社会活動に積極的に参加する社会となっています。

●男性が育児に積極的に参画し、男性の育児休業取得率は大幅に改善しました。女性も出産・育児で
仕事を辞めることなく、企業も配慮しています。女性研究者や技術者、管理職になる女性も随分と
増え、女性が社会のあらゆる分野でチャレンジし、活躍しています。

●働き方の見直しや労働生産性の向上により、長時間労働が是正され、ワーク・ライフ・バランスを
重視した柔軟で多様な働き方が浸透しています。技術革新やそれに対応した労働者の様々なスキル
アップにより、労働生産性は劇的に向上しています。働き盛りの人々は、技術革新に対応した様々
なスキルアップの機会が充実するとともに、家庭、職場、地域の中心として、ボランティア、ＮＰＯ、
消防団などの様々な活動に積極的に参加しています。

●「65歳以上は老人」という考えは過去の話で、高齢者が生きがいを持って暮らし、職場や地域にお
いて就業、スポーツ活動、生涯学習、地域活動と大いに活躍し、知識や経験、技能を次世代に継承
しています。

人づくり

熱資源量を活かした県内初の地熱発電所の運転が開始されるなど、再生可能エネルギーの導入・活
用が盛んに行われてエネルギー源の多様化が進んでおり、安定したエネルギー需給により、県民生
活や産業経済活動が安心して営まれています。さらに、水素ステーションの整備など次世代の新た
なエネルギーの取組みも進んでいます。

●各地域において、火災や自然災害などへの十分な備えが整えられているほか、特に、地震・津波災害、
火山災害や原子力災害への対策も充実しています。さらに、犯罪や交通事故等の少ない安全なまち
づくりが地域ぐるみで行われるとともに、サイバー犯罪など新たに発生する治安上の脅威への対処
がなされるなど、県民の貴重な生命・財産が守られ、安全で安心して暮らせる社会づくりが進んで
おり、「日本一安全・安心な県」としての評価も高まっています。

●自動運転技術を活用した新たな地域公共交通サービスが導入されるとともに、県民の生活の足とし
て、利用目的に応じた利便性の高い地域公共交通ネットワークが安定的に確保され、高齢者や障害
者など誰もが気軽に出かけることができるユニバーサルデザインのまちが形成されています。
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第５章 県政運営の基本姿勢
総論

❶ オープンで分かりやすい県政

●県民が主役の県づくりを進めていくためには、
県民をはじめ様々な主体が県づくりに参画できる開
かれた県政を推進することが重要です。
●このため、タウンミーティングや県政ふれあい
トーク、中小企業との対話、商工業や農林水産業の
若手経営者、学生をはじめとした若者との意見交換
など様々な機会を通じて、知事が直接県民と対話し、
共感しながら、県民ニーズの的確な把握に努め、で
きるだけその意向を県政に反映します。また、政策

の立案や遂行にあたり、パブリックコメント等によ
り県民の声を幅広くお伺いし、そのご意見を最大限
反映していきます。
●公正・透明な県政を実現するため、情報公開を
徹底するとともに、広報紙やホームページ、テレビ・
ラジオ番組などを通じて、県の取組状況や考え方を
オープンに分かりやすく説明するなど、県民への広
報広聴活動を積極的に行います。

❷ 県民の自立と幸せを重視する県政

●各施策によって県民生活に具体的にどのような
効果が生まれるのかを、県民の目線に立ってしっか
りと評価し、県民の自立と幸せの充実への寄与度の
大きい施策を重視する県政を進めていきます。
●地域の重要課題について、市町村はもとより、

県民、ＮＰＯ、企業の皆様などの自主的な取組みと
連携・協働して、その解決に取り組みます。
●県民目線・成果志向の政策評価を活用して、政
策手段の実効性や効率性を不断に検証し、より効果
的な施策展開に努めます。

❸ スピード重視の県政

●社会経済情勢が目まぐるしく変化し、県民ニーズ
が複雑・多様化するなかにおいて、新しく発生する
県政課題に対して迅速かつ的確に対応していきます。
●災害対応、安全・安心など待ったなしの重要課
題が発生した場合には、組織をあげて県民の生命や
財産を守ることを最優先に取り組みます。
●企業立地促進、観光客誘致、とやまブランドの
PRなどトップセールスが必要な事項については、
知事が先頭に立ち、スピード感を持って推進します。
●早急な取組み、多角的な取組みが必要な重要課

題については、知事のリーダーシップの下に、縦割
りでなく、総合的かつスピーディな意思決定と対応
に努めます。
●富山県の新たな未来を切り拓いていくため、市
町村など行政はもとより、国会議員・県議会議員の
方々、経済界の方々や文化・福祉などの各分野で主
導的な役割を果たしている方々をはじめ広範な県民
の皆様の知恵とパワーを結集し、「チーム富山」で
取り組みます。

　計画に基づく県づくりを着実に進めるとともに、新しい時代に適応した政策の展開を図るため、県では、以
下の基本姿勢で県政運営を進めていきます。
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❹ 現場重視で効率的な県政

●厳しい財政状況の中で、県民ニーズに即した行
政サービスを提供するため、県民生活の「現場」に
職員自ら足を運んで課題の把握に努めます。
●こうした現場の声を予算編成や行政改革等に活

かし、施策の選択と集中、事業の合理化、職員の意
識改革などに取り組み、効率的で実効性のある行政
運営を進めます。

❺ 市町村、地域との連携と支援、県土の均衡ある発展

●魅力ある地域づくりに向けて、市町村とその住
民による主体的な取組みや住民の生活圏に立脚した
市町村間の連携、さらには連携中枢都市圏をはじめ
とする市町村の区域を越えた圏域のプロジェクトな
ど広域連携を支援します。

●県と市町村が適切な役割分担のもとに、相互に
連携・協力しながら、県全体として一体感のある効
率的かつ効果的な質の高い行政を進めていきます。
●社会基盤の整備等にあたっては、地域バランス
など県土の均衡ある発展に努めます。

❻ 「とやまから日本を変える」改革と創造

●県民生活の現状や将来展望を踏まえ、とやまの
未来を切り拓くための新たな政策の企画立案・実行
に邁進することはもとより、様々な機会・手段を通
じて、国に対して、県民の自立と幸せ、県勢発展の
観点からの政策提言を積極的に行い、国の制度や政
策の必要な見直し、改革を求めます。

●地方創生の着実な取組みによって、本県も新し
い国づくりの一翼、一端を担えるよう最大限努力す
るとともに、富山県から日本を変える気概を持って、
未来を切り拓くための政策の企画立案・実行に邁進
します。
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総論

❶ 計画の実効性の確保

１. マネジメントシステム活用による
実効性確保

●県では、「元気とやま創造計画」、「新・元気とや
ま創造計画」共に、計画の実効性を確保するための
マネジメントシステムを確立させ、ＰＤＣＡサイク
ルによる政策目標の達成状況の継続的な検証や必要
に応じた施策の見直しを行ってきました。
●この計画の推進にあたっても、計画、実行、評価、
改善のＰＤＣＡサイクルによる現在のマネジメント
システムを踏襲して計画の実効性を確保していきま
す。評価方法などマネジメントシステムについては、
より効果的、効率的な手法となるよう、必要に応じ
て改善を行っていきます。
●具体的には、計画に掲げる１００の政策につい
て、毎年度政策評価を行い、政策目標に照らし、達

■ＰＤＣＡサイクル

行政運営の
マネジメント

サイクル

企画立案
P l a n

改　　善
A c t i o n

実　　施
D o

評　　価
C h e c k

成度や課題、次年度の改善内容を総合的に検証しま
す。また、計画に基づき県が実施する事業について、
事業担当部局による自己評価により、必要性、有効
性、効率性、課題を分析し、毎年の予算編成を通じ
て改善を図っていきます。

２. 計画の弾力的な推進、見直し

●計画に掲げた政策については、マネジメントシ
ステムなどによって評価及び必要に応じた改善等を
行いながら、政策目標達成に向けた取組みを推進し
ていきます。本県を取り巻く社会経済情勢が今後も
急速に変化し続けると予想されることから、毎年の
予算編成等を通じて、こうした変化に柔軟に対応し
た施策を展開していきます。また、計画策定後にお
いて、社会経済情勢が大きく変化した場合には、必
要に応じて弾力的に計画を見直すこととします。

Ｐ（Plan）･ ：現状と課題を踏まえ、幅広い県民のご意見を反映し、県政運営の中長期的指針となる計画を策定。
･ 　また、計画推進のための具体的事項を記載した「アクションプラン」を毎年度作成
Ｄ（Do）･ ：計画に盛り込まれた政策目標達成のため、具体的な施策・事業を実施
Ｃ（Check）･：政策ごとに設定した指標などで政策目標の達成状況を検証
Ａ（Action）･：評価・検証の結果を踏まえて施策・事業を見直し
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❷ 計画の推進

●本計画の推進にあたっては、県や市町村といっ
た行政のみならず、地域の団体やＮＰＯ、企業、そ
して一人ひとりの県民など様々な主体が、それぞれ
の個性や特徴に応じた役割をしっかりと担い、知恵
とエネルギーを結集して、「全員参加」により取組
みを進めていく必要があります。

●また、地方創生の時代の中で、広域自治体であ
る県と住民に身近な基礎自治体である市町村は、適
切な役割分担のもと連携・協働を一層深めるととも
に、県域を越えた課題に対しては、他の自治体・地
域と積極的に広域的連携を進め、共に発展していく
ことを目指していきます。

環日本海・アジアの各国・地域など

知恵と
エネルギーの

結集

県域を越えた広域的連携

県民が将来に夢と希望を
持っていきいきと働き、
安心して暮らせる富山県
の実現！

他 県 ・ 他 市 町 村 な ど

●県づくりの主役
●各自でできることは自らの努力で行う
●･･自立の心を持つとともに、社会的役割を自覚し、様々な
分野で自らの能力や可能性を最大限に発揮
●･･思いやり、助け合いの精神を育み、地域社会の一員として、
地域のための様々な活動に主体的に参加・協力　など

県 民

●･･各団体の目的や特徴に応じ、地域
ニーズに対応したきめ細かなサー
ビスを提供･
●･･地域づくり、社会貢献などのため
の県民等の参画・協働の「場」
●･･共通の課題等に対するネットワー
クの形成、地域の絆の形成等を通
じ、地域社会づくりを推進　など

地域の団体、NPOなど
●･･自らの事業活動の展開を通じ、多
様なモノ・サービスの提供や地域
の雇用の創出を行い、地域の経済・
社会の持続的な発展、豊かな県民
生活の実現に貢献
●･･地域社会の一員として、他の主体
と協働した取組みや従業員の社会
貢献活動の支援等を通じ、積極的
な地域貢献を展開　など

企業・事業者

●･･快適な県民生活、地域の発展を支えるための基礎的な基盤、環境の整備
●県民等の活動に必要な支援　など

行 政

連携・協働

● ･･広域的な行政サービスを
展開（社会資本整備、産
業・雇用政策、教育、防災、
環境保全　等）

県

● ･･基礎自治体として、住民
に密接な行政サービスを
展開（福祉、消防、義務教
育、まちづくり、水道　等）

市 町 村

■各主体が役割を担い、総力を結集した県づくり
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１. 県民の参画と協働

●人口減少社会、少子高齢化の進展や第４次産業革
命の進展等により、県政の課題や県民のニーズが多
様化・複雑化してきていますが、一方で、本県の財
政を取り巻く環境は引き続き厳しい状況にあります。
●これからの県づくりにあたっては、県、市町村、
地域の団体やＮＰＯ、企業、そして県づくりの主役
である県民一人ひとりが、自らの役割を認識しつつ、
積極的に参画することが不可欠です。
●また、本県では、各地域の老人クラブや消防団
などの活動、地域ケアネットの見守り活動などが大
変活発に行われてきましたが、少子高齢化や過疎化
が急速に進むなか、高齢者の見守り・援助や自然災
害への備えなどの面であらためて人と人がつなが
り、助け合う地域コミュニティの役割の重要性が認
識されています。地域社会における優れた基盤を大
いに活かした「互助」や「共助」の果たす役割への期
待も高まっています。
●このため、本計画の推進にあたっては、県民等
とのパートナーシップにより、県民各自でできるこ
とを自らの努力で行う「自助」、地域基盤を活かし
た住民同士の支え合いである「互助」、住民、企業、
団体、行政など様々な主体が協働して制度も活用し
ながら行う「共助」、これらを補完する形で行政が
行う「公助」を、それぞれの課題・ニーズに応じて
適切に組み合わせて対応していくことが重要であ
り、こうした県内の各々の主体の持つ力を幅広く結
集しながら、総合的な地域力を発揮する県づくりを
行っていきます。

２. 市町村との連携等

●本格的な少子高齢化・人口減少時代やさらなる
地方分権の時代を迎えるにあたり、住民に最も身近
な基礎自治体である市町村は、基本的な行政サービ
スの提供にとどまらず、独自の創意工夫による地域
づくりや多様化した住民ニーズへの対応、「連携中
枢都市圏」の形成に代表されるような近隣市町村と
の連携など、これまで以上に重要な役割を果たすこ
とが求められています。
●市町村は基礎自治体として、福祉や消防、義務
教育、まちづくり、水道、一般廃棄物処理など、住
民に密接なサービスを一層充実していく一方で、県
は、広域自治体として、産業政策や雇用の確保、広
域的な社会資本整備、教育等の人づくり、環境保全

や防災対策といった広域的な行政を担うとともに、
市町村を適切に支援、補完し、相互に連携・協力し
ながら、県づくりを進めていく必要があります。
●この計画の推進にあたっては、どのようにした
ら県民生活に最大限の成果をもたらすことができる
か、また、各地域の特色、魅力をいかに発揮させて
県全体としてバランスのとれた発展を図っていくか
という視点に立ちつつ、県と市町村が適切に役割分
担を図り、互いに連携・協力しながら、政策目標の
達成に向けて取り組んでいきます。

３. 県境を越えた広域的連携

●本県は、日本海沿岸地域の中央部に位置し、三大
都市圏とほぼ等距離にあるなど、地理的優位性を有
しています。また、日本海側随一の工業集積を持ち、
豊かな自然、清らかな水、伝統文化など多彩な魅力
を有するとともに、地震等の自然災害や火災・犯罪
が全国的にも少なく、日本の発展をリードする大き
なポテンシャルを秘めています。
●一方で、経済活動や人的交流が県境や国境を越
えて活発になるなかで、行政においても様々な課題
に対して、周辺自治体等と協力関係を築き、各々の
個性を活用・連携させながら広域的な取組みを展開
していくことが求められています。
●本県では、これまでも観光圏などの広域観光の
推進、北陸新幹線の延伸に向けた連携・協力、環日
本海地域における環境問題への対応、自然保護への
取組みなどについて、北陸三県はもとより、隣県の
岐阜県、長野県及び新潟県をはじめとする日本海側
沿岸府県や環日本海沿岸諸国との連携を図りながら
取組みを進めてきましたが、これまで以上に近隣府
県等と協力しながら取り組むべき重要な課題も生じ
ています。
●また、東日本大震災により、国全体としてのリ
スク分散やバックアップ体制の必要性の観点から、
日本海側の機能充実の重要性が認識されているとこ
ろであり、国の国土強靱化基本計画においては、多
重性・代替性を高めるための日本海側と太平洋側の
連携強化などの方針が示されているところです。
●このため、この計画の推進にあたっては、引き
続き、富山県の優れた基盤を活かしつつ、近隣県は
もとより、中部圏や日本海側沿岸府県、環日本海・
アジア地域などと、県境や国境を越えたネットワー
クを形成・強化し、各分野での広域的な取組みを充
実するなど連携協力を進め、共に発展・共存してい
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くことを目指していきます。
●また、地方分権や地方創生などの国政の改革に
あたっては、地方の声を十分に反映させる必要があ

ることから、全国知事会等との連携のもと、地方が
結束し、地方の立場からの提言等を国に対してしっ
かりと行っていきます。

■市町村、県、国の役割

地方自治体…住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施

住民に身近な行政はできる限り
地方公共団体に委ねる。

●･･地域社会の状況や住民ニーズを最
も把握しうる、身近な基礎自治体
として、地域のニーズに応じた行
政サービスを展開。

※地方公共団体が処理する事務のうち、県が処
理するとされているものを除く事務を処理す
る。

市 町 村 の 役 割

● 国際社会における国家としての存立に
関わる事務（司法、外交、通貨など）

● 全国的な視点に立って行われなければ
ならない施策及び事業の実施

など、国が本来果たすべき役割を重点的に
担う。

国 の 役 割

●･･広域自治体として以下の役割を担
う。

①･政策の対象や効果が広く県域にわ
たる事務の実施
②市町村に関する連絡調整
③･市町村の補完（その規模または性質
において一般の市町村が処理する
ことが適当でないもの〈高度、専門
的知識を要するものなど〉）

県 の 役 割

適切な役割分担のもと、
連携・協働

※地方自治法第1条の2、第2条の規定を踏まえて整理したもの


	元気とやま創造計画―とやま新時代へ　新たな挑戦―
	第１編　総論
	第１章　計画策定にあたって
	第２章　時代の潮流と富山県における状況変化
	第３章　富山県の現状と課題
	第４章　富山県の目指すべき将来像
	第５章　県政運営の基本姿勢
	第６章　計画の実行性の確保と推進




